
Title 民営刑務所の現状と課題 : 韓国のソマン(所望)刑務所を中心に
Sub Title The current status and issues of prison privatization: focusing on the

somang prison of South Korea
Author 徐, 運在(Seo, Un Jae)

Publisher 慶應義塾大学大学院法学研究科
Publication

year
2012

Jtitle 法學政治學論究 : 法律・政治・社会 (Hogaku seijigaku ronkyu :
Journal of law and political studies). Vol.95, (2012. 12) ,p.163- 197 

JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN10086101-20121215-0163

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


民営刑務所の現状と課題

163

一
　
は
じ
め
に

二
　
導
入
背
景
及
び
成
立
過
程

　
㈠
　
導
入
背
景

　
㈡
　
成
立
過
程

三
　
民
営
刑
務
所
の
分
類

　
㈠
　
営
利
刑
務
所

　
㈡
　
非
営
利
刑
務
所
（
宗
教
刑
務
所
）

四
　
施
設
の
現
状
と
今
後
の
課
題

　
㈠
　
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
現
状

　
㈡
　
施
設
運
営
の
今
後
の
課
題

五
　
日
本
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
と
の
比
較
考
察

六
　
お
わ
り
に

 

徐

　

運

在

民
営
刑
務
所
の
現
状
と
課
題

―
韓
国
の
ソ
マ
ン
（
所
望
）
刑
務
所
を
中
心
に

―



法学政治学論究　第95号（2012.12）

164

一
　
は
じ
め
に

　
矯
正
の
最
終
目
標
は
犯
罪
者
を
改
善
し
て
再
犯
を
防
止
し
、
そ
れ
ら
を
速
や
か
に
社
会
に
復
帰
さ
せ
、
健
全
な
社
会
人
と
し
て
の
生
活

を
営
む
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
施
設
内
の
過
密
収
容
、
職
員
不
足
、
多
様
で
な
い
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
問
題
は
、

こ
れ
ら
の
目
標
達
成
を
困
難
に
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
国
家
が
独
占
的
に
運
営
す
る
刑
事
施
設
へ
の
反
省
に
繫
が
っ
た
。

　
収
容
者
の
社
会
復
帰
政
策
へ
の
批
判
と
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
強
力
な
刑
事
政
策
に
対
す
る
要
求
は
、
一
九
八
○
年
代
の
ア
メ
リ

カ
と
一
九
九
○
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
刑
事
施
設
の
過
密
収
容
を
惹
起（
1
）し、
国
営
刑
事
施
設
が
犯
罪
者
の
改
善
と

再
犯
防
止
に
役
立
た
な
い
と
い
う
社
会
的
懸
念
と
、
統
計
上
現
れ
た
高
い
再
犯
率
が
刑
務
所
公
営
化
の
失
敗
と
い
う
結
論
を
も
た
ら
し
た
。

ま
た
、
過
密
収
容
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
務
所
の
増
設
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
か
か
る
莫
大
な
費
用
を
支
払
う
こ
と
も
ま
す
ま
す
困
難
と

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
従
来
の
運
営
方
法
と
は
異
な
る
新
し
い
運
営
方
式
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
過
程
の
中
で
現
実
的
な
変
化

を
及
ぼ
す
為
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
が
、
刑
事
施
設
の
民
営
化
で
あ
る
。

　
刑
事
施
設
の
民
営
化
は
す
で
に
多
く
の
国
で
刑
務
所
の
建
設
及
び
運
営
に
民
間
の
資
金
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
方
式
で
進
め
ら
れ
て

き
た
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
国
々
で
、
新
し
い
方
式
の
民
営
刑
務
所
を
運
営
し
て
お
り
、
韓
国

も
一
九
九
九
年
行
刑
法
に
民
営
刑
務
所
導
入
の
法
的
根
拠
を
用
意
し
、
こ
の
法
律
を
根
拠
に
ア
ガ
ペ
ー
財（
2
）団と
委
託
契
約
を
締
結
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
開
所
し
た
韓
国
の
ソ
マ
ン
刑
務（
3
）所が

そ
の
運
営
を
開
始
し
て
一
年
四
ケ
月
が
経
過
し
た
現
時
点
で
、
多
少
早
い
感
じ
は

あ
る
が
、
当
初
の
目
標
ど
お
り
に
巡
航
し
て
い
る
か
、
現
在
ま
で
の
運
営
過
程
で
現
れ
た
問
題
点
は
何
か
、
そ
し
て
克
服
す
べ
き
課
題
は

何
か
を
検
討
し
た
い
。

　
そ
し
て
そ
の
結
果
を
も
と
に
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
が
無
事
に
定
着
す
る
こ
と
、
同
所
の
独
自
な
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
国
営
刑
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事
施
設
と
共
有
す
る
こ
と
で
矯
正
の
発
展
及
び
再
犯
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
、
ま
た
現
在
の
ソ
マ
ン
刑
務
所
を
注
視
し
て
い
る
他
の
宗
教

界
に
も
良
い
影
響
を
与
え
、
第
二
、
第
三
の
民
営
刑
務
所
が
発
足
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
ま
た
、
韓
国
に
先
行
し
て
営
利
の
官
民
協
働

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務（
4
）所を
運
営
し
て
い
る
日
本
が
今
後
非
営
利
民
営
刑
務
所
の
効
果
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
韓
国
の
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
運
営
が

少
し
で
も
参
考
に
な
る
こ
と
を
望
む
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
民
営
刑
務
所
の
導
入
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
韓
国
社
会
の
時
代
的
背
景
、
そ
し
て
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
非
営
利

宗
教
刑
務
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
営
利
と
非
営
利
刑
務
所
の
違
い
と
韓
国
の
宗
教
的
な
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
現
在
の
ソ
マ
ン
刑

務
所
の
現
状
を
説
明
し
、
そ
の
運
営
過
程
で
現
れ
た
幾
つ
か
の
課
題
を
中
心
に
意
見
を
述
べ
る
。
最
後
に
ソ
マ
ン
刑
務
所
と
日
本
の
Ｐ
Ｆ

Ｉ
刑
務
所
と
の
若
干
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
そ
の
長
所
と
短
所
を
考
察
す
る
。

二
　
導
入
背
景
及
び
成
立
過
程

㈠
　
導
入
背
景

　
刑
事
施
設
の
過
密
化
、
こ
れ
に
伴
う
急
激
な
財
政
負
担
、
矯
正
費
用
増
大
に
対
す
る
世
論
の
反
発
な
ど
を
考
慮
し
て
、
刑
務
所
の
運
営

を
国
が
独
占
す
る
の
で
は
な
く
民
間
参
加
を
通
じ
て
矯
正
領
域
を
開
放
し
、
社
会
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
主
張
が
説
得
力
を
得
て
い
く
世
界

的
な
矯
正
の
流
れ
が
あ
る
中
で
、
過
密
収
容
の
現
状
は
韓
国
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
韓
国
が
民
営
刑
務
所
の
導
入
を
決
定
し
た
一
九
九

八
年
末
の
刑
事
施
設
の
収
容
状
況
は
一
万
一
、
三
八
三
人
の
過
密
収
容
状
態
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
そ
れ
以
降
も
続
き
、
二
○
○

三
年
度
に
は
全
刑
事
施
設
の
収
容
定
員
の
三
三
％
以
上
（
一
万
四
、
六
四
○
人
）
を
超
え
て
い（
5
）た。

こ
れ
は
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
に
よ
る

窃
盗
や
強
盗
な
ど
の
生
計
型
犯
罪
者
と
罰
金
未
納
に
よ
る
労
役
場
留
置
者
の
急
増
が
主
な
原
因
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
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が
回
復
す
る
過
程
で
収
容
人
数
は
少
し
ず
つ
減
っ
た
が
、
過
密
収
容
は
改
善
さ
れ
る
兆
し
を
見
せ
な
か
っ
た
。

　
当
時
、
行
刑
法
第
一
一（
6
）条に

は
収
容
者
は
独
居
収
容
が
原
則
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
的
に
は
過
密
収
容
に
よ
り
雑
居
収
容
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
収
容
者
の
人
権
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
指
摘
と
、
刑
事
施
設
の
劣
悪
な
設
備
や
教

化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
不
備
が
却
っ
て
犯
罪
技
術
を
感
染
さ
せ
る
経
路
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
さ
れ
た
。
収
容
施
設
の
不
足
は
教
化
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
円
滑
な
実
施
を
阻
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
収
容
者
の
拘
禁
確
保
に
も
重
大
な
危
険
を
招
く
た
め
、
早
急
に
是
正
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
多
く
の
経
費
が
か
か
る
が
、
市
民
の
認
識
不
足
と
財
政
的
制
約
か
ら

刑
事
施
設
新
築
や
事
業
運
営
へ
の
投
資
は
非
常
に
難
し
い
状
況
に
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
新
し
い
犯
罪
の
増
加
、
経
済
不
安
に
よ
る
民
生

犯（
7
）罪や
経
済
犯
罪
が
後
を
絶
た
な
い
現
実
と
そ
れ
に
伴
う
収
容
者
の
増
加
か
ら
国
営
刑
事
施
設
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
政
府

は
刑
事
施
設
の
全
面
的
な
い
し
一
部
民
営
化
を
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
は
法
務
部
矯
正
局
が
「
矯
正
の

現
代
化
」
を
推
進
し
な
が
ら
夫
婦
出
会
い
の
家
、
収
容
者
の
電
話
使
用
な
ど
の
様
々
な
改
革
を
推
進
し
て
い
た
時
期
と
重
な
り
、
そ
の
中

で
民
営
刑
務
所
の
導
入
が
課
題
に
含
ま
れ（
8
）た。

ま
た
、
一
九
九
五
年
に
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
総
連
合
会
が
民
営
刑
務
所
に
関
心
を
持
ち

〝
キ
リ
ス
ト
教
刑
務
所
の
設
立
推
進
委
員
会
〞
を
構
成
し
、
キ
リ
ス
ト
の
精
神
を
も
と
に
し
て
出
所
者
の
社
会
定
着
を
支
援
す
る
た
め
の

民
営
刑
務
所
設
立
と
関
連
し
た
法
律
の
制
定
を
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
最
終
的
に
は
、
刑
執
行
権
の
民
間
委
譲
に
対
し
て
一
部
の
批
判
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
民
営
刑
務
所
導
入
の
社
会
的
な
雰
囲
気
が
醸
成

さ
れ
、
設
立
を
推
進
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
韓
国
で
民
営
刑
務
所
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
時
代
的
な
状
況
に
応
じ
た
必
然
的
な
流

れ
で
あ
り
、
国
の
刑
事
施
設
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
の
産
物
で
あ
っ
た
。

㈡
　
成
立
過
程

　
法
務
部
は
一
九
九
八
年
一
一
月
、
民
営
刑
務
所
の
導
入
に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
し
、
各
界
の
意
見
を
集
約
し
、
複
数
の
法
令
を
参
照
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し
て
多
角
的
に
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
を
も
と
に
一
九
九
九
年
七
月
「
行
刑
法
」
に
矯
正
業
務
の
民
間
委
託
に
関
す
る
規
定
を
置
く

改
正
案
と
「
民
営
刑
務
所
等
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
民
営
刑
務
所
法
と
い
う
）」
案
を
立
法
予
告
し
、
宗
教
界
、
人
権
団

体
な
ど
の
意
見
を
求
め
た
。
続
い
て
一
九
九
九
年
一
二
月
二
八
日
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
含
ん
だ
行
刑
法
が
改
正
さ
れ
、
二
○
○
○
年
一
月

二
八
日
に
は
「
民
営
刑
務
所（
9
）法」
同
法
施
行
令
、
同
法
施
行
規
則
を
制
定
・
公
布
し
、
二
○
○
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
に
入
っ
た
。
こ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
が
独
占
的
に
運
営
し
て
い
た
刑
執
行
業
務
や
矯
正
業
務
を
民
間
に
委
託
す
る
と
い
う
点
で
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
同
法
に
基
づ
き
二
○
○
一
年
八
月
二
四
日
、
民
営
刑
務
所
設
置
運
営
に
関
す
る
提
案
依
頼
を
一
般
に
公
告
し
、
事
業
者
を
募
集
し
た
。

こ
の
公
告
後
、
建
設
・
経
費
・
保
安
関
連
企
業
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
仏
教
・
カ
ト
リ
ッ
ク
・
円
仏
教
な
ど
の
宗
教
団
体
・
社
会
福
祉
法

人
・
個
人
が
関
心
を
表
明
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
参
加
を
準
備
し
た
が
初
期
費
用
が
か
な
り
か
か
る
こ
と
、
非
営
利
で
あ
る
こ
と
と
い
っ

た
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
あ
き
ら
め
た
団
体
も
存
在
し
た
。
最
終
的
に
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
総
連
合
会
が
宗
教
を
通
じ
た
矯
正
を
モ
ッ

ト
ー
に
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
刑
務
所
の
設
立
推
進
委
員
会
を
構
成
し
、
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
ア
ガ
ペ
ー
財
団
が
法
務
部
に
提
案
書
を
提
出
し
、

法
務
部
の
受
託
者
選
定
審
査
委
員
）
10
（

会
に
お
け
る
審
査
の
結
果
、
受
託
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
ア
ガ
ペ
ー
財
団
は
二
○
○
三

年
二
月
、
法
務
部
と
委
託
契
約
を
締
結
し
、
二
○
○
六
年
一
二
月
に
建
築
許
可
が
承
認
さ
れ
、
二
○
一
○
年
一
二
月
、
平
均
二
二
・
四
）
11
（
％

の
再
服
役
率
を
四
％
以
下
に
下
げ
る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
韓
国
初
の
民
営
刑
務
所
が
誕
生
し
た
。

三
　
民
営
刑
務
所
の
分

）
12
（類

㈠
　
営
利
刑
務
所

　
社
会
資
本
の
整
備
と
運
用
に
民
間
資
金
を
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
国
で
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
例
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と
し
て
鉄
道
、
道
路
、
学
校
、
病
院
の
ほ
か
に
刑
務
所
の
整
備
と
運
営
に
も
民
間
資
金
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
諸
外
国
の
民
営
刑
務
所
は

刑
事
施
設
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
一
つ
の
手
法
と
し
て
導
入
さ
れ
、
事
業
内
容
や
手
法
に
応
じ
て
次
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
英
米
法
系
の
国
の
よ
う
に
運
営
業
務
の
す
べ
て
を
包
括
的
に
民
間
に
委
託
す
る
「
民
営
刑
務
所
運
営
方
式
」
が
あ
り
、
次
に
、

大
陸
法
系
の
よ
う
に
、
保
安
業
務
は
国
が
担
当
し
、
施
設
の
設
計
、
建
設
、
維
持
管
理
及
び
供
給
、
洗
濯
、
掃
除
、
職
業
訓
練
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
業
務
を
民
間
に
委
託
す
る
「
混
合
施
設
型
運
営
方
式
」
が
あ
る
。
前
者
は
、
権
限
の
委
任
理
論
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
権
限
は

正
当
に
行
使
さ
れ
る
限
り
私
人
に
も
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
論
に
基
づ
い
て
、
経
験
的
、
実
験
的
に
適
切
で
な
い
と
判
断
さ

れ
る
こ
と
を
除
い
て
は
様
々
な
行
政
分
野
へ
の
民
間
委
託
が
行
わ
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
国
民
の
権
利
、
自
由
に
係
る
基
本
的
な
権
限
は

国
が
行
使
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
刑
罰
権
行
使
は
国
家
の
排
他
的
全
権
事
項
で
あ
る
と
い
う
理
論
を
も
と
に
制
限
的
に
民
間
委
託
が

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
と
細
分
化
す
る
と
①
施
設
・
管
理
運
営
全
体
の
民
営
化
（
米
国
、
英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
韓
国
）
②
施

設
は
国
、
管
理
運
営
は
民
間
（
英
国
二
箇
所
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
③
施
設
は
民
間
、
管
理
運
営
は
国
（
米
国
コ
ロ
ラ
ド
州
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
ビ
ク
ト
リ
ア
州
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
）
④
施
設
は
民
間
、
管
理
運
営
は
官
民
協
働
（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
の
美
祢
社
会

復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
、
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
）
⑤
施
設
は
国
、
管
理
運
営
は
官
民
協
働
（
日
本
の
喜
連
川
社
会
復
帰
促
進
セ
ン

タ
ー
、
播
磨
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
）
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

㈡
　
非
営
利
刑
務
所
（
宗
教
刑
務
所
）

　
利
益
を
追
求
す
る
民
営
刑
務
所
に
よ
る
矯
正
処
遇
に
は
疑
問
を
提
起
す
る
世
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
営
利
は
私
益
で
あ
り
人
権

は
公
益
を
本
質
と
す
る
た
め
、
人
権
侵
害
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
こ
こ
に
、
非
営
利
宗
教
刑
務
所
の
必
要
性
が
台
頭
し
て
く
）
13
（
る
。
ソ

マ
ン
刑
務
所
は
再
犯
率
四
％
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
ヒ
ュ
マ
イ
タ
（
Ｈ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
）
刑
務
所
を
モ
デ
ル
に
設
立
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
一

九
七
二
年
に
犯
罪
者
の
保
護
と
援
助
団
体
（
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
を
主
導
し
た
オ
ー
ト
ボ
ニ
（M

arlo O
ttoboni

）
に
よ
っ
て
唯
一
の
民
営
刑
務
所
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で
あ
る
ヒ
ュ
マ
イ
タ
刑
務
所
が
開
所
さ
れ
た
。
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
当
時
の
過
密
収
容
下
に
お
け
る
非
人
間
的
な
刑
務
所
の
問
題
点
を
指
摘
し
、

信
仰
的
な
治
療
方
法
を
通
し
て
収
容
者
自
身
と
他
人
を
お
互
い
に
愛
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し
た
。
こ
の
Ａ
Ｐ
Ａ

Ｃ
は
当
時
の
過
密
収
容
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
新
た
な
刑
務
所
を
建
設
す
る
と
い
う
量
的
改
善
で
は
な
く
、
宗
教
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通

じ
た
改
善
に
目
的
を
置
い
た
質
的
改
善
を
図
ろ
う
と
し
た
。
宗
教
刑
務
所
は
非
営
利
を
旨
と
す
る
が
、
営
利
刑
務
所
と
同
様
に
一
定
金
額

の
政
府
補
助
金
を
支
給
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
政
府
と
の
関
係
で
自
律
性
を
確
保
す
る
た
め
に
政
府
支
援
の
最
小
原
則
を
守
ろ
う
と
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
政
府
支
援
の
不
足
分
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
財
源
に
民
間
の
寄
付
を
充
て
て
お
り
、
慈
善
団
体
や
個
人
に
対
し
て
財
政

支
援
を
要
請
し
、
形
成
さ
れ
た
基
金
を
も
と
に
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
で
人

件
費
削
減
に
努
力
し
て
お
り
、
収
容
者
が
作
業
に
よ
っ
て
稼
ぐ
収
入
の
一
部
を
自
発
的
寄
付
の
形
で
運
営
費
用
に
充
当
し
て
い
る
。

　
宗
教
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
収
容
者
の
人
格
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
再
犯
率
減
少
に
繫
が
る
。
韓
国
国
民
は
仏
教
二
四
・
四
％
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
二
一
・
四
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
六
・
七
％
、
無
宗
教
四
六
・
五
％
、
そ
の
他
一
・
○
％
の
宗
教
に
分
）
14
（
布
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

宗
教
は
国
民
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
国
家
と
社
会
に
対
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
韓
国
の
五
千
年
の
歴
史
の
中
で
国
家
が
危
機
に
瀕
し

た
際
、
護
国
仏
教
の
旗
を
掲
げ
て
国
家
を
危
機
か
ら
救
う
た
め
に
先
頭
に
立
っ
た
仏
教
と
、
独
裁
政
治
と
産
業
化
に
疏
外
さ
れ
た
国
民
の

側
か
ら
真
の
民
主
化
と
産
業
化
を
成
し
遂
げ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
は
国
家
と
宗
教
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
15
（

る
。

こ
の
よ
う
に
韓
国
の
歴
史
の
中
で
共
に
存
在
し
て
き
た
三
大
宗
教
は
国
民
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
み
、
一
つ
の
文
化
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
き
た
収
容
者
の
た
め
に
社
会
的
責
任
を
負
う
と
す
る
宗
教
界
の
動
き
が
、
社
会
貢
献
を
し
よ
う
と
す

る
非
営
利
の
宗
教
刑
務
所
の
発
足
に
繫
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
の
多
元
性
を
認
め
て
い
る
韓
国
社
会
の
文
化
的
特
殊
性
、
非
営
利
宗

教
刑
務
所
が
収
益
よ
り
犯
罪
者
の
教
化
の
面
で
全
力
を
尽
く
す
と
い
う
期
待
に
鑑
み
れ
ば
、
非
営
利
宗
教
刑
務
所
の
出
現
は
当
然
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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四
　
施
設
の
現
状
と
今
後
の
課
題

㈠
　
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
現
状

1　

施
設
状
況

　
同
所
は
京
畿
道
驪
州
郡
北
内
面
外
龍
里
一
四
の
一
に
所
在
し
て
お
り
、
敷
地
面
積
は
約
七
万
六
、
四
五
二
㎡
、
建
物
延
べ
面
積
は
約
一

万
二
、
六
○
八
㎡
で
あ
る
。
施
設
は
庁
舎
を
は
じ
め
、
五
つ
か
ら
な
り
、
地
上
二
階
の
×
字
形
の
収
容
舎
棟
に
一
・
三
・
五
人
室
に
区
分

さ
れ
て
い
る
一
三
三
個
の
部
屋
が
あ
る
。
部
屋
の
種
類
と
し
て
は
、
独
居
室
は
一
般
室
四
六
個
、
障
害
者
室
三
個
、
懲
罰
室
六
個
、
病
室

六
個
が
あ
り
、
雑
居
室
は
三
人
部
屋
一
○
個
、
五
人
部
屋
六
○
個
、
病
室
二
個
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
五
○
○
人
が
入
る
大
講
堂
と
、
職

業
訓
練
や
作
業
施
設
、
収
容
者
食
堂
、
職
員
宿
所
、
運
動
場
な
ど
を
備
え
て
い
る
。
保
安
設
備
と
収
容
棟
な
ど
は
国
営
刑
事
施
設
に
似
て

い
る
が
、
収
容
棟
の
中
心
部
に
採
光
窓
が
あ
り
、
部
屋
及
び
廊
下
の
窓
を
大
き
く
し
て
い
る
た
め
採
光
や
風
通
し
は
は
る
か
に
良
好
で
あ

る
。
部
屋
に
は
壁
掛
け
Ｔ
Ｖ
と
本
棚
が
あ
り
、
ト
イ
レ
に
は
仕
切
り
が
設
置
さ
れ
快
適
な
感
じ
が
す
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
舎
棟
廊
下
を

一
目
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
舎
棟
中
央
の
一
・
五
階
に
勤
務
室
が
あ
る
た
め
、
効
率
的
な
収
容
管
理
が
可
能
で
あ
り
、
収
容
者
が
就
寝
と

作
業
、
教
育
、
食
事
な
ど
の
た
め
に
移
動
す
る
距
離
を
最
小
化
す
る
な
ど
、
な
る
べ
く
収
容
者
の
便
利
性
を
優
先
的
に
考
慮
し
て
建
設
さ

れ
た
。

2　

運
営
主
体
及
び
職
員
状
況

　
運
営
主
体
は
法
務
部
と
〝
民
営
刑
務
所
委
託
契
約
〞
を
締
結
し
て
包
括
的
な
運
営
権
を
確
保
し
た
ア
ガ
ペ
ー
財
団
で
あ
る
。
委
託
契
約

に
基
づ
き
ア
ガ
ペ
ー
財
団
は
自
己
負
担
で
敷
地
を
用
意
し
て
施
設
を
完
工
し
、
法
務
部
は
ソ
マ
ン
刑
務
所
が
合
法
的
・
人
権
保
障
的
に
運

営
し
、
無
事
に
定
着
で
き
る
よ
う
運
営
経
費
を
支
援
し
、
監
督
官
四
人
を
派
遣
し
て
管
理
監
督
を
し
て
い
る
。
同
施
設
に
は
所
長
、
副
所
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長
と
政
策
企
画
室
や
、
総
務
課
、
保
安
課
、
教
育
教
化
課
、
職
業
訓
練
課
、
管
理
課
、
医
務
課
を
置
い
て
お
り
、
一
二
○
人
（
二
○
一
一

年
八
月
現
在
）
の
民
間
職
員
が
勤
務
し
て
い
る
。
人
事
権
は
ア
ガ
ペ
ー
財
団
が
行
使
す
る
が
、
責
任
と
義
務
は
国
家
公
務
員
法
な
ど
公
務

員
関
係
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
民
間
職
員
に
は
採
用
時
、
刑
務
官
と
同
じ
よ
う
に
法
務
研
修
院
で
矯
正
業
務
に
関
連
す
る
法
令
、

戒
護
実
務
な
ど
の
教
育
を
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
職
務
教
育
も
同
じ
教
科
・
内
容
を
準
用
し
て
教
育
し
て
い
る
。

　
職
員
の
任
用
資
格
、
任
用
手
続
及
び
方
法
、
採
用
後
の
教
育
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
「
民
営
刑
務
所
法
」
及
び
同
施
行
令
、
同
施
行
規

則
と
委
託
契
約
書
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
国
家
公
務
員
法
上
の
欠
格
事
由
が
あ
る
者
は
民
営
刑
務
所
の
職
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
課
長
以
上
の
役
職
の
職
員
を
任
命
す
る
と
き
は
法
務
部
長
官
の
承
認
が
必
要
で
あ
り
、
一
般
職
員
の
任
命
は
民
営
刑
務
所
長
に
委
任

さ
れ
て
お
り
、
試
験
科
目
、
方
法
、
手
続
き
な
ど
は
ソ
マ
ン
刑
務
所
職
員
人
事
規
則
に
定
め
、
法
務
部
長
官
の
承
認
を
得
て
採
用
し
て
い

る
。
収
容
者
対
比
職
員
は
二
・
四
対
一
で
国
営
刑
事
施
設
の
三
対
一
に
比
べ
て
良
好
で
あ
）
16
（

る
。

3　

収
容
状
況
及
び
収
容
対
象

　
収
容
定
員
は
三
○
○
人
で
最
大
三
八
○
人
が
収
容
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
二
○
一
二
年
四
月
現
在
、
収
容
現
員
は
三
○
四
人
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
全
国
五
○
の
国
営
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
収
容
者
四
万
五
、
一
六
九
人
（
二
○
一
一
年
三
月
現
在
）
の
う
ち
約
○
・
七
％

に
相
当
す
）
17
（

る
。

　
収
容
対
象
者
及
び
除
外
者
は
〝
民
営
刑
務
所
設
置
・
運
営
等
矯
正
業
務
委
託
契
約
書
〞
第
四
四
条
及
び
第
五
○
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
を
見
る
と
、
①
二
犯
以
下
で
あ
る
こ
と
。
②
刑
期
七
年
以
下
の
受
刑
者
で
残
刑
期
が
一
年
以
上
あ
る
こ
と
。
③
年
齢
が
二
○
歳

以
上
六
○
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
残
刑
期
を
一
年
以
上
に
制
限
し
た
の
は
円
滑
な
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
そ
の
効
果
を
期

待
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
一
年
以
上
は
必
要
だ
と
い
う
前
提
の
下
で
最
小
期
間
を
設
定
し
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
結
果
、
残
刑
期
が
短

期
で
あ
る
者
の
収
容
を
基
本
的
に
遮
断
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
所
収
容
の
公
平
性
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
申
請
か
ら
移

送
ま
で
に
か
か
る
期
間
は
約
一
ヶ
月
程
度
で
、
二
〇
一
二
年
か
ら
刑
確
定
者
を
中
心
に
審
査
し
、
収
容
し
て
い
る
。
収
容
除
外
者
は
、
公
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安
、
麻
薬
及
び
暴
力
団
犯
で
あ
り
、
肺
結
核
、
精
神
疾
患
者
及
び
休
養
患
者
な
ど
で
教
育
訓
練
や
作
業
が
困
難
な
者
で
あ
る
。

4　

選
抜
審
査
と
処
遇
水
準

　
選
抜
審
査
は
次
の
三
段
階
に
分
け
て
行
わ
れ
る
。
第
一
段
階
で
は
収
容
条
件
に
該
当
す
る
収
容
者
に
〝
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
刑
務
所
ガ
イ

ド
〞
を
配
布
し
、
こ
れ
を
受
け
た
者
が
入
所
を
希
望
す
る
場
合
、〝
民
営
刑
務
所
収
容
申
込
書
〞
を
作
成
し
て
提
出
す
る
と
法
務
部
が
予

定
人
数
の
二
○
○
％
を
選
抜
す
る
。
第
二
段
階
で
は
法
務
部
が
選
抜
し
た
収
容
者
を
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
職
員
が
個
別
に
面
談
し
、
適
格
者

を
予
定
人
数
の
一
五
○
％
ま
で
選
抜
し
、
面
談
職
員
が
作
成
し
た
意
見
書
と
共
に
法
務
部
に
提
出
す
る
。
第
三
段
階
で
は
法
務
部
は
提
出

さ
れ
た
意
見
書
と
名
簿
を
参
考
に
し
て
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
意
見
を
最
大
限
に
反
映
し
、
収
容
可
能
な
者
を
決
定
し
た
後
、
各
施
設
に
該
当

者
を
ソ
マ
ン
刑
務
所
へ
移
送
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
。

　
収
容
者
の
基
本
的
な
処
遇
レ
ベ
ル
は
、
国
営
刑
事
施
設
と
同
じ
で
あ
り
、
民
営
刑
務
所
収
容
者
に
対
し
て
も
〝
刑
の
執
行
及
び
収
容
者

の
処
遇
に
関
す
る
法
律
〞
な
ど
の
矯
正
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
給
養
、
医
療
、
警
備
処
遇
級
に
よ
る
分
類
処
遇
の
内

容
、
運
動
、
接
見
、
仮
釈
放
、
帰
休
、
家
族
面
会
の
日
の
行
事
な
ど
、
す
べ
て
が
同
じ
基
準
と
手
続
き
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

収
容
者
は
自
分
の
身
分
に
符
合
す
る
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
規
律
違
反
の
際
に
も
同
一
に
処
罰
さ
れ
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
が

国
営
刑
事
施
設
と
異
な
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
収
容
者
と
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
一
つ
の
食
堂
で
食
べ
る
食
事
文
化
で
あ
る
。
こ
れ

は
収
容
者
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
や
、
平
等
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
共
同
体
生
活
と
秩
序
教
育
に
効
果
的
に
利
用
す
る

た
め
で
あ
）
18
（

る
。

5　

教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
こ
れ
ま
で
の
国
営
刑
事
施
設
と
は
違
っ
た
形
で
構
成
員
間
の
共
同
体
意
識
の
涵
養
と
自
己
省
察
、

自
尊
感
の
向
上
な
ど
を
通
じ
て
教
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
起
床
か
ら
就
寝
ま
で
収
容
者
と
職
員
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
一
つ
の
共
同
体
で
一
対
一
の
指
導
、
相
談
、
関
係
回
復
、
心
の
癒
し
、
文
化
芸
術
活
動
、
出
所
後
の
社
会
内
定
着
を
助
け



民営刑務所の現状と課題

173

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
被
害
者
と
加
害
者
の
和
解
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
父
親
学
校
、
音
楽
・
ア
ー
ト
・
笑
い
治
療
な
ど
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施

し
て
い
る
。
す
べ
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
収
容
者
が
自
律
的
に
参
加
す
る
と
い
う
形
を
と
り
自
発
的
な
変
化
を
求
め
て
お
り
、〝
収
容
者
を

人
格
的
に
扱
う
〞
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
特
に
六
○
○
人
余
）
19
（
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
う
ち
、
民
間
専
門
家
一
○
○
人
余
り
が
参
加
す
る

二
○
種
類
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
こ
の
刑
務
所
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
、
そ
の
中
で
も
一
対
一
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
刑
務
所
側

は
重
点
を
置
い
て
い
る
。
専
門
相
談
員
で
構
成
さ
れ
た
一
○
人
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
収
容
者
を
相
手
に
毎
日
六
○
〜
九
○
分
間
の
心
理
相

談
を
し
て
お
り
、〝
我
々
が
す
る
こ
と
は
話
を
聞
く
こ
と
と
褒
め
る
こ
と
だ
け
だ
〞
と
い
う
が
、
そ
の
効
果
は
か
な
り
大
き
い
と
い
）
20
（
う
。

　
⑴
　
成
功
し
た
矯
正
事
）
21
（

例

　
○
「
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」：
金
○
○
（
二
二
歳
）、
罪
名
：
特
殊
強
姦
、
家
族
関
係
：
父

　
二
〇
○
九
年
に
犯
罪
を
犯
し
、
二
○
一
一
年
二
月
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
に
入
所
し
た
金
○
○
は
、
入
所
後
同
部
屋
の
年
上
の
収
容
者
に
タ

メ
口
は
も
ち
ろ
ん
、
毎
日
悪
口
を
い
い
、
争
い
を
起
こ
し
た
。
彼
を
変
化
さ
せ
て
模
範
囚
に
し
た
の
は
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
〝
称
賛
〞
で
あ

り
、
彼
は
〝
初
め
て
褒
め
言
葉
を
聞
い
た
〞
と
い
う
。
そ
の
後
、
彼
は
刑
務
所
の
検
定
試
験
組
に
入
り
一
年
か
け
て
中
・
高
卒
の
資
格
を

取
得
し
た
。
現
在
は
刑
務
所
内
の
専
門
大
学
で
あ
る
白
石
文
化
大
学
ソ
マ
ン
キ
ヤ
ン
パ
ス
の
不
動
産
学
科
で
勉
強
し
て
い
る
。〝
息
子
は

い
な
い
こ
と
に
す
る
〞
と
い
っ
て
連
絡
を
絶
っ
た
彼
の
父
は
、
息
子
の
変
化
し
た
姿
に
〝
死
ん
だ
息
子
が
生
き
て
帰
っ
て
き
た
〞
と
喜
ん

で
学
費
を
支
援
し
て
い
る
。

　
○
「
父
親
学
）
22
（

校
プ
ロ
グ
ラ
ム
」：
朴
○
○
（
六
○
歳
）、
罪
名
：
殺
人
未
遂
、
家
族
関
係
：
妻
、
娘

　
二
○
○
五
年
、
妻
が
相
次
ぐ
投
資
の
失
敗
を
し
、
借
金
が
莫
大
な
金
額
に
な
る
と
、
夫
で
あ
る
朴
○
○
を
避
け
て
娘
と
一
緒
に
家
出
を

し
た
。
一
ヶ
月
間
探
し
回
っ
た
あ
げ
く
会
っ
た
妻
が
〝
や
め
て
終
わ
り
に
し
よ
う
〞
と
言
っ
た
た
め
妻
の
背
信
に
激
怒
、
凶
器
で
妻
を
二

○
回
刺
し
て
、
止
め
た
娘
ま
で
刺
し
た
が
、
幸
い
命
に
別
状
は
な
か
っ
た
。
刑
の
確
定
後
〝
自
分
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
の
中

に
私
一
人
だ
け
で
、
人
生
に
こ
れ
以
上
の
望
み
も
な
い
〞
と
思
っ
た
が
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
入
所
後
、
二
○
一
一
年
五
月
、
家
族
関
係
の
回
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復
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
〝
父
親
学
校
〞
に
参
加
し
、
最
後
の
洗
足
式
の
日
に
は
〝
で
き
れ
ば
妻
と
娘
の
足
を
洗
っ
て
あ
げ
た
い
〞
と
こ
ん

こ
ん
と
泣
い
た
。
妻
に
心
の
こ
も
っ
た
手
紙
を
送
り
、
こ
れ
を
受
け
た
妻
は
面
会
に
訪
れ
、
返
事
も
送
っ
て
き
た
。
手
紙
に
は
〝
本
当
に

い
い
人
に
生
ま
れ
か
わ
る
よ
う
祈
っ
て
い
ま
す
。
家
族
は
あ
な
た
を
捨
て
ま
せ
ん
〞
と
書
か
れ
て
い
た
。
朴
○
○
は
、〝
私
は
彼
ら
の
命

を
奪
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
今
は
、
わ
た
し
の
命
を
か
け
て
家
族
に
仕
え
る
〞
と
話
し
た
。

6　

出
所
状
況

　
ソ
マ
ン
刑
務
所
が
オ
ー
プ
ン
し
て
一
五
ヶ
月
が
過
ぎ
た
現
時
点
（
二
〇
一
二
年
五
月
）
ま
で
に
四
九
人
が
出
所
し
、
仮
釈
放
率
は
約
八

○
％
で
あ
る
。
現
在
ま
で
再
犯
し
て
入
所
し
た
収
容
者
は
な
く
、
民
営
刑
務
所
出
帆
本
来
の
目
標
に
向
か
っ
て
巡
航
し
て
い
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
適
応
で
き
ず
入
室
拒
否
な
ど
多
数
の
懲
罰
に
よ
っ
て
一
人
の
収
容
者
が
国
営
刑
事
施
設
へ
戻
っ
た
事
例
は

あ
る
。
出
所
者
の
笑
い
話
の
中
で
〝
出
所
し
た
刑
務
所
へ
向
け
て
は
小
便
も
し
な
い
〞
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
同
所
を
訪
れ
た
人
が
す
で

に
六
人
も
い
る
と
い
う
。
関
係
者
に
よ
る
と
〝
今
年
一
月
に
も
二
人
の
出
所
者
が
訪
ね
て
牛
肉
や
合
唱
団
服
を
寄
付
し
た
い
〞
と
し
、
ま

た
〝
一
緒
に
生
活
し
な
が
ら
親
し
く
過
ご
し
た
収
容
者
に
領
置
金
も
入
れ
て
く
れ
）
23
（

た
〞
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
見
る
と
、
出
所
者
に

と
っ
て
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
た
だ
自
分
の
罪
の
代
価
と
し
て
収
容
さ
れ
た
刑
務
所
で
は
な
く
、
健
全
な
生
活
習
慣
を
持
っ
た
一
般
人
に
改
善

さ
れ
、
社
会
に
復
帰
す
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
に
対
す
る
真
の
感
謝
の
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
収
容
者

の
改
善
更
生
と
再
犯
防
止
に
向
か
っ
て
順
調
に
進
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

㈡
　
施
設
運
営
の
今
後
の
課
題

　
今
後
の
充
実
し
た
運
営
を
期
待
し
て
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
運
営
過
程
で
現
れ
た
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
検
討
し
、
そ
の
解
決
策
を
考 

え
る
。

1　

宗
教
刑
務
所
と
し
て
の
認
定
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こ
の
問
題
は
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
職
員
採
用
と
収
容
者
入
所
の
両
側
面
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
職
員
採
用
と
関
連
し
て
仏
教
界

が
宗
教
偏
向
の
事
例
が
発
生
し
た
と
国
家
人
権
委
員
会
、
法
務
部
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
に
是
正
措
置
及
び
管
理
監
督
を
要
求
し
た
。
今
年
一

月
に
配
布
し
た
志
願
書
に
志
願
者
の
宗
教
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
な
宗
教
活
動
ま
で
記
載
す
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
出
願
手
続
き
か
ら
特

定
宗
教
人
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
国
家
人
権
委
員
会
が
調
査
に
入
り
法
務
部

は
三
月
初
め
、
職
員
採
用
過
程
に
お
け
る
宗
教
差
別
を
是
正
す
る
よ
う
措
置
を
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
教
会
言
論
会
が
仏
教
界
の
行
動

を
批
判
し
〝
キ
リ
ス
ト
教
界
が
設
立
し
た
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
職
員
を
採
用
す
る
際
、
志
願
書
に
宗
教
項
目
が
あ
る
の
は
問
題
で
は
な
い
、

仏
教
大
学
で
あ
る
東
国
大
学
校
も
仏
教
徒
だ
け
を
採
用
し
て
い
る
し
、Tem

ple

）
24
（

stay

も
国
家
予
算
の
支
）
25
（

援
を
受
け
て
い
る
〞
と
指
摘
し
た
。

ま
た
、〝
同
所
は
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
を
も
と
に
教
化
に
力
を
入
れ
て
お
り
、M

entor

に
な
る
人
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
は
当

然
だ
）
26
（

〞
と
い
う
立
場
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
争
い
は
ソ
マ
ン
刑
務
所
発
足
前
か
ら
十
分
に
予
想
で
き
た
問
題
で
あ
る
。
ア
ガ

ペ
ー
財
団
が
施
設
を
建
設
し
た
状
態
で
国
が
そ
の
運
営
に
全
面
的
に
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
職
員
採
用
に
も
自
律
性
を
与

え
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
を
公
表
し
た
こ
と
に
も
、
法
務
部
は
こ
れ
と
い
っ
た
制
限
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
新
し
い
事
業
実
施
を
強
力
に
望
ん
で
い
た
法
務
部
と
し
て
は
事
業
が
始
ま
る
前
に
座
礁
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
を
前
に
、

非
営
利
刑
務
所
を
運
営
し
よ
う
と
す
る
団
体
が
な
い
状
況
で
、
唯
一
の
事
業
対
象
者
で
あ
る
ア
ガ
ペ
ー
財
団
と
の
摩
擦
を
望
ま
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
で
宗
教
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
他
の
宗
教
と
国
民
の
情
緒
を
考
慮
し
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
刑
務
所

の
名
称
を
使
用
し
な
い
こ
と
と
、
あ
ま
り
宗
教
色
が
出
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
を
要
求
す
る
ほ
か
に
道
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
入
所
と
関
連
し
て
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
を
紹
介
し
、
そ
の
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
刑
務
所
ガ
イ
ド
」
が
特
定

宗
教
の
収
容
者
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
配
る
人
は
教
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
の
で
相
対
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
収
容
者
の
同
施
設
に
関

す
る
認
知
度
が
高
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
刑
務
官
Ａ
氏
に
よ
る
と
入
所
希
望
者
に
は
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
ガ
イ
ド
」
が
提
供
さ
れ

る
が
、
こ
れ
が
事
実
上
キ
リ
ス
ト
教
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
同
意
書
で
〝
同
意
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
入
所
の
前
提
条
件
が
宗
教
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で
あ
る
〞
こ
と
で
、〝
憲
法
第
一
一
）
27
（
条
の
宗
教
に
よ
る
差
別
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
〞
と
い
う
主
張
が
さ
れ
）
28
（
た
。
し
か
し
、
ア
ガ
ペ
ー
財

団
は
、
宗
教
の
自
己
決
定
権
は
徹
底
的
に
保
障
し
、
信
仰
を
強
要
し
た
り
、
他
宗
教
を
排
斥
し
な
い
と
説
明
す
）
29
（

る
。
ま
た
、
ソ
マ
ン
刑
務

所
側
は
入
所
時
の
宗
教
分
布
）
30
（
率
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
五
○
％
、
残
り
が
仏
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
な
ど
で
、
収
容
者
が
宗
教
が
違
っ
て
も
ソ

マ
ン
刑
務
所
を
選
択
す
る
場
合
が
多
く
、
現
在
、
月
一
回
ず
つ
仏
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
集
会
を
許
可
し
、
宗
教
偏
向
の
是
非
を
な
く
す
た

め
に
一
層
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
部
的
に
は
宗
教
問
題
は
全
く
な
い
と
答
え
た
。
し
か
し
、
ア
ガ
ペ
ー
財
団
定
款
第
一
）
31
（

条
は
、

ソ
マ
ン
刑
務
所
が
宣
教
の
場
と
し
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
民
営
刑
務
所
法
第
二
五
条
三
項
の
〝
収
容
者
に

は
特
定
宗
教
や
思
想
を
強
要
し
て
は
な
ら
な
い
〞
と
い
う
条
項
と
矛
盾
す
る
。
法
務
部
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
同
所
の
特
性
上
、
運
営
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
裁
量
権
を
一
部
分
認
め
）
32
（
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
裁
量
の
中
で
運
営
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
思
想
を
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
と
赦
し
、
回
復
と

癒
し
に
置
い
て
い
る
し
、
ま
た
、
宣
教
が
目
的
で
は
な
く
、
収
容
者
も
事
前
に
試
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
知
っ
て
自
ら
入
所
を
申
請
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
宗
教
問
題
は
発
生
し
な
）
33
（
い
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
法
務
部
や
ソ
マ
ン
刑
務
所
側
は
同
所
が
キ
リ
ス
ト
教
刑
務
所
で
は
な

い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
形
式
的
に
は
非
宗
教
的
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
刑
務
所
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
キ

リ
ス
ト
教
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
職
員
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
殆
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
刑
務
所
で
は
な
い
と
か
、

宗
教
偏
向
の
問
題
が
発
生
し
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
周
辺
の
状
況
か
ら
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
刑
務
所
と
し
か
言
え

な
い
現
実
が
あ
る
以
上
、
キ
リ
ス
ト
教
の
刑
務
所
と
し
て
認
め
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
で
、
無
理
な
宗
教
偏
向
を

是
正
す
る
方
法
を
検
討
す
る
方
が
最
も
合
理
的
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
他
宗
教
界
か
ら
の
反
発
は
あ
る
と
思
う
が
、
ど
の
宗
教
界
が

運
営
し
て
も
宗
教
偏
向
の
問
題
は
同
様
に
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
宗
教
刑
務
所
の
設
立

の
動
き
が
さ
ら
に
活
発
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
う
す
れ
ば
宗
教
偏
向
の
問
題
は
消
え
る
だ
ろ
う
。
国
民
か
ら
は
国
家
予
算
で
宣
教

を
助
長
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
得
る
が
、
毎
年
仏
教
界
に
支
援
す
る
予
算
が
一
○
○
億
ウ
ォ
ン
以
上
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
ガ

ペ
ー
財
団
が
三
○
○
億
ウ
ォ
ン
に
達
す
る
施
設
を
建
設
し
、
運
営
費
用
の
一
○
％
を
削
減
す
る
な
ど
国
家
予
算
を
節
約
し
て
い
る
点
、
ま
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た
、
犯
罪
者
の
た
め
に
生
じ
る
社
会
的
費
）
34
（
用
、
被
害
者
へ
の
影
響
な
ど
を
考
え
る
と
、
宗
教
を
通
じ
た
と
し
て
も
収
容
者
を
社
会
復
帰
さ

せ
る
こ
と
は
奨
励
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

2　

十
分
な
財
政
の
確
保

　
刑
事
施
設
の
資
金
不
足
は
収
容
者
に
最
適
の
教
育
を
行
う
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
過
密
収
容
な
ど
に
よ
る
様
々
な
副
作

用
を
発
生
し
、
矯
正
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
。
つ
ま
り
、
不
完
全
な
矯
正
教
育
に
よ
っ
て
出
所
者
の
再
犯
率
を
高
め

る
と
い
う
悪
循
環
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
政
府
は
民
営
刑
務
所
設
立
趣
旨
を
〝
国
の
財
政
負
担
を
軽
減
し
、
刑
事
施
設
の
拡
充
、
民

間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
導
入
し
て
、
収
容
者
の
教
化
効
果
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
〞
と
話
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
民
営
刑
務
所
設
立
の
重
要
な

論
拠
の
一
つ
は
国
家
財
政
の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
）
35
（
る
。

　
民
営
刑
務
所
は
、
設
立
主
体
が
建
設
に
必
要
な
費
用
を
負
担
し
、
運
営
経
費
は
国
が
矯
正
法
人
に
投
資
し
た
固
定
資
産
な
ど
を
考
慮
し

て
必
要
な
経
費
を
支
給
す
）
36
（
る
。
予
算
配
分
は
委
託
契
約
書
に
基
づ
い
て
国
営
刑
事
施
設
の
一
般
会
計
矯
正
予
算
に
計
上
し
た
総
収
容
人
数

か
ら
算
出
さ
れ
る
収
容
者
一
人
当
た
り
の
収
容
経
費
に
民
営
刑
務
所
収
容
定
員
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
た
金
額
の
九
○
％
を
国
か
ら
支
給
す

る
。
収
容
人
員
を
三
○
○
人
と
仮
定
し
た
場
合
、
国
営
刑
事
施
設
収
容
者
一
人
当
た
り
の
経
費
二
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
を
乗
じ
た
九
○
％
に

相
当
す
る
五
四
億
ウ
ォ
ン
程
度
を
支
給
す
）
37
（

る
。
し
か
し
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
側
に
よ
る
と
、
支
援
す
る
運
営
経
費
は
十
分
で
な
い
と
い
う
。

運
営
経
費
が
不
足
す
る
と
国
営
刑
事
施
設
と
は
異
な
る
環
境
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
期
待
し
た
収
容
者
が
、
む
し
ろ
国
営
施
設
よ
り
も
良
く
な

い
環
境
で
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
）
38
（

る
。
犯
罪
を
犯
し
た
収
容
者
が
出
所
後
再
犯
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
矯
正
の
最
終
目
標
で
あ

り
、
こ
れ
に
は
民
営
刑
務
所
で
あ
れ
国
営
刑
事
施
設
で
あ
れ
異
議
は
な
い
。
結
局
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
民
営
刑
務
所
の
財
政
問

題
を
解
決
す
る
こ
と
が
急
務
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
〇
一
二
年
四
月
現
在
、
敷
地
の
確
保
と
建
設
に
要
し
た
金
額
の
う
ち
五
二
億

ウ
ォ
ン
の
債
務
が
残
っ
て
お
り
、
支
援
さ
れ
な
い
一
○
％
に
加
え
十
分
な
施
設
の
拡
充
の
た
め
に
は
後
援
が
必
要
で
あ
る
が
、
法
務
部
か

ら
受
け
る
運
営
経
費
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
た
め
、
別
の
収
益
事
業
を
し
な
い
限
り
運
営
経
費
を
カ
バ
ー
す
る
に
は
明
ら
か
に
限
界
が
あ



法学政治学論究　第95号（2012.12）

178

る
）
39
（

。
そ
の
た
め
に
は
、
国
家
予
算
を
投
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
費
用
を
減
ら
す
た
め
に
民
営
刑
務
所
を
許
可
し
た
法
務
部
に
と
っ

て
は
そ
れ
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
法
務
部
と
民
営
刑
務
所
は
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
に
な
）
40
（

る
。

　
民
営
刑
務
所
法
第
一
五
条
三
）
41
（
項
及
び
委
託
契
約
書
に
は
矯
正
法
人
の
収
益
事
業
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
非
営
利
刑
務
所
を
原
則

と
し
て
い
る
現
実
で
は
収
益
事
業
の
活
性
化
は
期
待
し
に
く
く
、
ア
ガ
ペ
ー
財
団
も
収
益
事
業
を
し
て
お
ら
ず
、
今
後
も
予
定
は
な
い
と

い
）
42
（

う
。
し
か
し
、
法
務
部
の
立
場
と
し
て
は
民
営
刑
務
所
導
入
の
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
経
費
削
減
の
目
的
は
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
と

考
え
て
い
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
と
同
規
模
の
国
営
慶
州
刑
務
所
（
収
容
現
員
二
八
六
人
）
の
二
○
一
一
年
度
予
算
約
一
一
○
億
ウ
ォ
ン
と

比
べ
る
と
予
算
削
減
の
面
で
は
半
分
以
上
の
成
功
を
収
め
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
開
設
初
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
施
設
・
設

備
へ
の
投
資
費
用
と
職
員
の
教
育
訓
練
な
ど
付
帯
費
用
が
短
期
間
に
多
く
投
入
さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
る
と
予
想

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
経
済
効
果
を
創
出
す
る
た
め
の
様
々
な
方
法
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
最
も
多
く
占
め
る
人
件
費
を
節
約
す
る
た
め
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
積
極
的
な
支
援
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ア
ガ
ペ
ー
財
団
は
韓
国
教
会
の
持
続
的
な
関
心
と
募
金
を
通

じ
た
財
政
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
法
務
部
は
刑
務
作
業
の
収
入
を
全
額
国
庫
に
帰
属
す
る
シ
ス
テ
ム
を
改
善
し
、
一

定
部
分
の
自
律
性
を
認
め
て
作
業
の
効
率
性
・
生
産
性
を
確
保
し
、
独
自
の
販
売
を
可
能
に
す
る
な
ど
、
一
般
運
営
経
費
の
自
給
シ
ス
テ

ム
を
実
現
で
き
る
改
善
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

3　

合
理
的
な
選
定
方
法
と
手
続
き

　
ソ
マ
ン
刑
務
所
に
収
容
可
能
な
者
の
選
定
方
法
に
つ
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
規
定
は
な
く
、
一
定
の
要
件
に
な
る
と
入
所
希
望
者
の

申
請
を
受
け
て
法
務
部
が
収
容
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
○
一
一
年
一
一
月
、
国
会
は
現
場
調
査
報
告
書
の
発
表
で
〝
民

営
刑
務
所
に
移
送
さ
れ
る
収
容
者
の
選
定
基
準
と
手
続
き
が
明
確
で
は
な
く
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
懸
念
さ
れ
る
〞
と
問
題
を
提

起
し
た
。
報
告
書
に
よ
る
と
、
民
営
刑
務
所
収
容
者
の
選
別
と
収
容
は
委
託
契
約
書
及
び
法
務
部
の
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
。
ま
ず
、
法
務
部
が
申
請
書
を
提
出
し
た
収
容
者
の
中
で
収
容
予
定
人
数
の
二
○
○
％
を
選
別
し
た
後
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
が
面
談
を
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通
じ
、
一
五
○
％
を
選
抜
し
て
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
受
け
て
法
務
部
が
最
終
決
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
ソ
マ
ン
刑
務
所

が
志
願
者
を
面
談
す
る
過
程
で
、
収
容
に
有
利
に
意
見
書
を
作
成
し
た
と
し
て
も
も
う
一
度
判
断
す
る
手
順
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
特
定

人
に
有
利
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
脱
落
者
に
そ
の
理
由
と
決
定
基
準
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
ず
、
公
正
な
手
続
き
に
よ
る

決
定
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
に
く
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
収
容
者
自
身
も
差
別
を
感
じ
て
お
）
43
（
り
、
ま
た
法
務
部
は
最
終
審
査
と
移
送
決
定
だ

け
を
行
い
、
申
請
書
の
受
付
や
収
容
者
の
面
談
・
選
定
な
ど
は
ア
ガ
ペ
ー
財
団
が
自
律
的
に
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
手
続
き
は
事
実
上

有
名
無
実
で
入
所
者
の
選
定
方
法
や
手
順
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
〝
神
の
愛
で
再
犯
率
を

四
％
以
下
に
下
げ
る
〞
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
る
が
、
麻
薬
、
暴
力
団
犯
な
ど
再
犯
率
が
高
い
者
は
排
除
し
て
、
実
質
的
に
模
範
囚
だ

け
を
収
容
す
る
刑
務
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
再
犯
率
の
減
少
は
意
味
が
な
）
44
（
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
刑
事
施
設
職
員
の

ブ
ロ
グ
は
〝
ソ
マ
ン
刑
務
所
入
所
の
条
件
に
合
っ
た
収
容
者
は
国
営
刑
事
施
設
に
い
て
も
再
犯
率
が
低
い
〞
と
指
摘
し
、〝
キ
リ
ス
ト
教

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
教
化
の
効
果
が
高
い
こ
と
を
証
明
し
た
い
な
ら
再
犯
率
が
高
い
者
を
中
心
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
〞

な
ど
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
所
関
係
者
は
収
容
者
の
六
六
％
以
上
が
重
大
犯
で
あ
り
、
警
備
等
級
も
一
般
刑
事
施
）
45
（

設
に
分
類
さ

れ
て
お
り
、
犯
罪
経
歴
を
含
め
る
と
二
犯
以
上
の
収
容
者
も
収
容
し
て
お
り
、
現
在
ま
で
規
律
違
反
行
為
の
累
積
発
生
件
数
も
七
一
件
に

上
り
、
喧
嘩
、
器
物
破
壊
な
ど
の
規
律
違
反
行
為
が
発
生
す
る
な
ど
、
決
し
て
良
質
の
収
容
者
だ
け
を
収
容
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

抗
弁
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
民
営
刑
務
所
収
容
者
に
対
す
る
選
定
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
で
透
明
な
基
準
が
な
い
た
め
、
い
わ
ゆ
る
社

会
の
特
権
層
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
と
か
国
営
施
設
で
教
化
が
困
難
な
収
容
者
を
民
間
に
負
担
さ
せ
る
形
で
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
誤
解
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
営
刑
務
所
の
特
性
上
、
選
定
対
象
者
は
あ
る
程
度
個
別
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
選

定
手
続
き
は
一
貫
し
て
透
明
に
運
営
さ
れ
る
べ
き
で
あ
）
46
（
る
。

　
民
営
刑
務
所
の
あ
り
方
は
ヒ
ュ
マ
イ
タ
刑
務
）
47
（

所
の
よ
う
に
犯
罪
の
種
類
や
犯
罪
経
歴
を
問
わ
ず
収
容
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
韓
国

の
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
ま
だ
そ
の
運
営
が
定
着
し
て
い
な
い
現
時
点
で
は
制
限
な
く
、
す
べ
て
の
収
容
者
を
受
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け
入
れ
る
に
は
多
少
早
い
感
が
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
（soft landing

）
に
注
力
す
る
必
要
が

あ
る
。
今
後
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
運
営
が
定
着
し
て
そ
の
効
果
が
立
証
さ
れ
た
時
点
で
、
徐
々
に
罪
質
や
入
所
度
数
を
問
わ
ず
、
個
人
の

改
善
意
思
や
態
度
を
重
視
し
て
選
定
・
対
応
し
て
い
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
に
は
、
選
定
基
準
及
び
手
続
が
一
貫
し
て

合
理
的
に
実
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
具
体
的
か
つ
明
示
的
な
規
定
が
必
要
で
あ
る
。

4　

適
切
な
監
督
と
統
制

　
民
営
刑
務
所
が
所
期
の
成
果
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
契
約
内
容
が
忠
実
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
、
定
期
的
か
つ
継
続
的
な
監
督
と
統

制
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
。
刑
事
施
設
の
密
行
性
・
閉
鎖
性
に
よ
る
人
権
侵
害
、
民
営
刑
務
所
職
員
と
収
容
者

と
の
馴
れ
合
い
な
ど
不
正
腐
敗
、
ま
た
刑
執
行
と
保
安
維
持
の
た
め
に
強
制
力
が
使
用
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
や
や
も
す
る
と
統
制
の
死

角
地
帯
に
置
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
厳
格
な
統
制
と
指
導
の
た
め
の
努
力
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
48
（

い
。
そ
の
た
め
に
は
ま

ず
、
民
営
刑
務
所
に
法
務
部
所
属
の
公
務
員
を
派
遣
し
、
統
制
が
実
質
的
に
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
営
刑
務
所
法
第
三
二

条
、
第
三
三
）
49
（

条
に
は
、
法
務
部
長
官
は
必
要
な
場
合
、
職
権
又
は
申
請
を
受
け
て
所
属
公
務
員
を
派
遣
し
て
業
務
を
支
援
し
た
り
、
指

導
・
監
督
上
必
要
な
場
合
は
、
同
職
員
を
派
遣
し
た
り
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
務
部
か
ら
民
営
刑
務
所
の
業
務
を

指
導
・
監
督
・
支
援
す
る
た
め
に
派
遣
す
る
公
務
員
を
〝
監
督
官
〞
と
称
す
る
が
、
彼
ら
は
所
内
の
懲
罰
賦
課
、
警
備
用
具
及
び
武
器
の

使
用
、
業
務
上
の
行
政
支
援
や
職
員
教
育
な
ど
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
不
当
な
刑
執
行
を
防
止
し
た
り
、
刑
執
行
を
民
間
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
っ
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
も
監
督
官
の
派
遣
を
義
務
化
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
監

督
官
は
民
営
刑
務
所
に
常
駐
し
て
業
務
上
の
行
政
支
援
や
職
員
教
育
も
担
当
し
、
同
施
設
の
定
着
の
た
め
に
そ
れ
な
り
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
業
務
を
遂
行
す
る
過
程
で
過
度
の
干
渉
に
よ
り
民
営
刑
務
所
の
自
律
的
運
営
や
効
率
性
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う

懸
念
も
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
派
遣
さ
れ
る
監
督
官
の
個
人
的
な
性
向
に
応
じ
て
指
導
・
監
督
の
範
囲
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
ど
の
程

度
ま
で
指
示
監
督
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
監
督
官
の
役
割
が
何
な
の
か
に
つ
い
て
現
場
実
務
者
と
立
場
の
違
い
も
あ
）
50
（
る
。
そ
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の
た
め
、
監
督
官
の
指
導
監
督
は
刑
執
行
の
領
域
に
限
定
し
、
教
育
教
化
活
動
に
つ
い
て
は
自
律
性
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
し
、
民
営
刑

務
所
の
運
営
が
、
あ
る
程
度
定
着
期
に
到
達
し
た
際
に
は
、
常
駐
の
監
督
体
制
を
随
時
監
督
体
制
に
転
換
す
る
こ
と
が
よ
り
効
果
的
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
考
え
ら
れ
る
の
が
、
市
民
の
参
加
と
監
視
の
活
性
化
の
た
め
の
公
衆
統
制
の
制
度
的
装
置
で
あ
る
。
刑
事
施
設
は
公
的
な
政
策

を
行
う
機
関
で
あ
る
た
め
、
そ
の
運
営
に
お
い
て
は
、
公
衆
の
統
制
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
民
営
刑
務
所
だ
け
で
な

く
国
営
刑
事
施
設
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
今
ま
で
の
矯
正
は
過
度
な
閉
鎖
性
・
保
安
性
の
強
調
に
よ
っ
て
多
く
が
外
部
に
公
開
さ
れ
ず
、

一
般
社
会
の
監
視
と
統
制
が
届
か
な
か
っ
た
た
め
、
市
民
の
不
信
を
招
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
刑
事
施
設
内
に
は
〝
隔
離
だ
け
あ
っ
て
矯
正

は
な
い
〞
と
い
う
認
識
が
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
民
営
刑
務
所
と
国
営
刑
事
施
設
を
単
純
比
較
す
る
の
は
難
し
い
が
、
民

営
刑
務
所
も
や
は
り
保
安
を
重
視
す
る
刑
務
所
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
人
権
侵
害
の
問
題
、
不
公
正
性
の
問
題
が
起
こ
ら
な
い

と
は
保
証
で
き
な
）
51
（
い
。
現
在
の
よ
う
に
国
営
刑
事
施
設
で
絶
え
ず
提
起
さ
れ
て
い
る
人
権
侵
害
疑
惑
に
鑑
み
れ
ば
民
営
刑
務
所
に
も
市
民

の
参
加
と
監
視
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
市
民
の
矯
正
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
民
営
刑
務
所
の
運
営
の
公
正
性
と
透
明
性
が

確
保
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
近
年
、
世
界
各
国
で
は
、
収
容
者
の
矯
正
処
遇
の
現
状
を
市
民
の
目
で
直
接
確
認
・
点
検
し
て

問
題
点
を
改
善
す
る
市
民
監
視
制
度
を
導
入
し
実
施
す
る
国
が
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
は
す
で

に
市
民
監
視
制
度
を
実
施
し
て
お
り
、
日
本
も
制
度
的
に
刑
事
施
設
視
察
委
員
会
を
置
い
て
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
収
容
者
の
矯
正
処
遇

が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
監
視
統
制
し
て
い
る
。

5　

保
安
意
識
の
確
立
と
適
切
な
人
事
運
営
な
ど

　
ま
ず
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
職
員
の
年
齢
別
分
布
は
三
○
代
が
五
○
％
と
最
も
多
く
、
次
が
四
○
代
前
半
三
○
％
、
二
○
代
後
半
一
○
％
、

四
○
代
後
半
一
○
％
と
な
っ
て
い
）
52
（

る
。
こ
の
中
で
、
非
経
歴
職
員
は
六
○
％
、
経
歴
職
員
は
四
○
％
で
、
経
歴
職
員
中
一
○
％
が
刑
事
施

設
経
歴
者
、
三
○
％
が
軍
経
歴
及
び
一
般
企
業
経
暦
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
事
施
設
の
経
歴
者
は
一
○
％
で
あ
り
、
非
経
歴
者
は
九
○
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％
の
分
布
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
職
員
が
刑
事
施
設
の
勤
務
経
験
が
な
い
職
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
職
務
執
行
能
力
の
向
上
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
経
験
の
浅
い
職
員
に
は
保
安
意
識
の
欠
如
な
ど
に
よ
る
保
安
事
故
発
生
の
危
険
性
が

あ
り
、
結
果
的
に
発
生
す
る
保
安
事
故
は
民
営
刑
務
所
の
根
幹
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
こ
れ
ま
で
の
運
営
過
程
で
多
数
の
ミ

ス
が
発
生
し
た
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
施
設
脱
民
営
化
の
動
き
の
一
因
が
保
安
事
故
の
多
発
に
よ
る
民
間
企
業
の
管
理
運
営
能
力
へ

の
批
判
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
事
）
53
（

実
を
見
て
も
こ
れ
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
く
ら
ソ
マ
ン
刑
務
所
運
営
の
重
点
が
教
化

で
あ
る
と
し
て
も
、
優
先
的
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
部
分
は
保
安
事
故
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
施
設
の
職
員
は
民
間

人
で
、
民
営
刑
務
所
法
第
三
七
）
54
（

条
に
よ
り
国
家
公
務
員
に
擬
制
さ
れ
、
国
が
行
う
矯
正
の
一
部
を
受
託
し
て
遂
行
す
る
義
務
が
課
さ
れ
て

お
り
、
国
家
公
務
員
法
な
ど
関
連
法
規
が
準
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
み
な
し
刑
務
官
と
し
て
基
本
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
毎
日
の
勤
務
経
験
を
蓄
積
し
、
保
安
意
識
を
強
く
自
覚
さ
せ
て
事
故
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
集
中
的
な
職
務
教
育
の
実
施
も
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
次
は
、
人
事
運
営
及
び
離
職
率
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
一
つ
し
か
な
い
民
営
刑
務
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
人
事
交
流

が
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
一
箇
所
で
長
期
間
勤
務
す
る
し
か
な
い
現
実
か
ら
生
じ
る
問
題
が
予
想
さ
れ
る
。
転
勤
な
し
に
長
期
間
勤
務
し

て
い
る
職
員
と
収
容
者
と
の
間
で
は
、
親
密
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
怠
惰
や
惰
性
に
よ
る
勤
務
態

度
に
よ
り
仕
事
の
新
鮮
感
が
低
下
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
収
容
者
と
の
癒
着
関
係
か
ら
く
る
不
適
正
な
行
為
が
発
生
す
る
可
能
性
も
あ
）
55
（
る
。

ま
た
、
高
い
離
職
率
も
問
題
で
あ
る
。
現
在
ソ
マ
ン
刑
務
所
職
員
の
離
職
率
は
約
二
○
％
程
度
で
あ
る
。
中
途
退
職
者
が
多
く
発
生
し
て

お
り
、
生
活
の
た
め
の
仕
事
と
し
て
入
社
し
た
後
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
の
と
違
う
点
が
多
い
こ
と
を
知
っ
て
不
適
応
に
な
り
、
退
職
す

る
場
合
が
多
い
。
国
営
刑
事
施
設
に
入
社
す
る
刑
務
官
は
国
家
公
務
員
と
し
て
安
定
し
た
職
場
を
持
つ
と
い
う
就
職
の
概
念
が
先
に
あ
る

場
合
が
多
い
が
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
場
合
は
使
命
感
と
宗
教
的
信
念
が
な
け
れ
ば
勤
務
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
仕
事
を
手
に
入
れ
る

と
い
う
考
え
で
入
社
し
た
職
員
が
適
応
で
き
な
い
と
い
う
の
は
あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
適
切
な
人
事
の
運
営
は
個
人
だ
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け
で
な
く
組
織
の
発
展
に
も
寄
与
す
る
。
一
生
の
間
、
一
箇
所
の
職
場
で
同
じ
収
容
者
を
対
象
に
同
じ
仕
事
を
繰
り
返
す
と
現
在
の
生
活

に
安
住
し
て
し
ま
い
、
新
し
い
変
化
や
、
よ
り
良
い
姿
へ
の
発
展
を
恐
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
国
営
刑
事
施
設
も
同
じ

で
あ
る
が
、
国
営
施
設
で
は
複
数
以
上
の
施
設
が
あ
っ
て
人
事
交
流
が
可
能
だ
が
、
一
箇
所
の
み
の
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
こ
れ
が
難
し
い
た

め
、
こ
れ
に
伴
う
問
題
が
今
後
深
刻
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
さ
れ
る
。

　
相
対
的
な
給
料
の
低
さ
、
制
約
さ
れ
た
勤
務
環
境
、
国
営
刑
事
施
設
職
員
と
の
公
平
性
問
題
な
ど
、
使
命
感
や
徹
底
し
た
信
仰
な
し
で

は
決
し
て
仕
事
が
上
手
く
い
か
な
い
の
が
民
営
刑
務
所
の
現
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
毎
年
定
期
的
な
職
務
教
育
を
必
須
化
し
、
刑
務

官
と
一
緒
に
教
育
を
実
施
し
た
り
、
民
間
職
員
を
国
営
刑
事
施
設
へ
派
遣
す
る
な
ど
多
様
な
人
事
運
営
を
積
極
的
に
実
施
し
て
職
務
に
つ

い
て
の
理
解
を
助
け
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
透
徹
し
た
使
命
感
を
持
っ
た
勤
務
姿
勢
が

必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
さ
ら
に
安
定
し
た
民
営
刑
務
所
の
運
営
が
行
な
わ
れ
、
収
容
者
の
改
善
効
果
も
最
大
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
遠
く
な
い
将
来
に
他
の
民
営
刑
務
所
の
立
ち
上
げ
が
行
わ
れ
れ
ば
、
よ
り
幅
広
い
人
事
運
営
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

期
待
し
て
い
る
。五

　
日
本
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
と
の
比
較
考
察

　
過
密
収
容
な
ど
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
韓
日
の
民
営
刑
務
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
運
営
方
式
を
通
じ

順
調
に
定
着
へ
の
道
を
進
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
、
運
営
方
法
や
対
応
状
況
な
ど
を
比
較
・
検
討
し
、
韓
日
民
営
刑
務
所
の
現
状
と
相
互

の
長
所
と
短
所
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
充
実
し
た
運
営
を
通
じ
た
民
営
刑
務
所
の
早
期
定
着
を
可
能
に
し
、
収
容
者
の
改
善
と
再
犯
防
止

と
い
う
矯
正
の
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
、
次
に
提
起
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
特

に
な
る
べ
く
、
一
般
的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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ま
ず
、
第
一
に
、
コ
ス
ト
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
ア
ガ
ペ
ー
財
団
が
施
設
を
設
計
・
建
設
し
て
一
二
年
間
に
わ

た
っ
て
そ
の
運
営
を
担
当
し
て
お
り
、
国
営
刑
事
施
設
の
収
容
者
一
人
当
た
り
に
か
か
る
費
用
の
九
○
％
を
国
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
国
営
刑
事
施
設
と
比
べ
て
毎
年
、
運
営
経
費
の
一
○
％
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
、

施
設
を
民
）
56
（
間
が
建
設
、
管
理
運
営
は
官
民
協
働
、
又
は
、
施
設
は
国
が
建
設
、
管
理
運
営
は
官
民
協
働
で
運
営
し
、
一
五
年
か
ら
二
○
年

の
間
に
か
か
る
費
用
を
国
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
）
57
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
節
約
で
き
る
金
額
は
二
・
一
％
か
ら
一
○
・
一
％
で
あ
）
58
（

り
、
こ
れ
を

毎
年
換
算
す
る
と
○
・
一
％
か
ら
○
・
五
％
で
、
あ
ま
り
多
く
の
金
額
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
国
営
刑
事
施
設
に
比
べ
れ
ば
こ
の

金
額
も
相
当
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
導
入
の
一
つ
の
効
果
と
し
て
考
え
る
と
よ
り
多
く
の
削
減
が
で
き
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
収
容
者
の
低
費
用
労
働
力
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
作
業
を
民
間
人
が
す
る
こ
と
で
、

費
用
面
で
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
収
容
者
の
食
費
を
毎
年
三
回
前
払
い
に
し
て
、
収
容
定
員
の
一
○
○
％
を
基
準
と
し
て
支

給
し
て
い
る
が
、
現
在
、
同
施
設
の
収
容
率
が
七
○
〜
八
○
％
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
国
家
予
算
を
浪
費
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い

る
）
59
（

。
さ
ら
に
、
国
か
ら
支
給
さ
れ
る
費
用
の
金
利
が
年
四
％
で
、
一
般
市
中
の
金
利
よ
り
高
い
こ
と
を
考
え
る
と
決
し
て
コ
ス
ト
面
で
大

き
な
効
果
を
見
せ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
民
営
で
は
な
く
、
官
民
協
働
で
運
営
し
て
い
る
た
め
国
営
刑
事
施
設
と
正
確
な
比
較
が

難
し
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
利
益
優
先
を
原
則
と
し
て
施
設
を
運
営
し
て
い
る
が
、
赤
字
が
発
生
し
た
時

に
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
対
応
策
も
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
経
費
節
約
の
た
め
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
よ
う
に
現
在
収
容
さ
れ
て
い

る
人
数
に
比
例
し
て
運
営
経
費
を
支
給
す
る
方
法
も
検
討
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
収
容
者
選
抜
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
収
容
者
の
希
望
に
応
じ
て
、
自
分
が
収
容
を
申
請
し
た
者
の
中
か

ら
、
国
が
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
審
査
し
、
選
定
す
る
方
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
条
件
に
一
致
す
る
収
容
者
を
施

設
側
が
一
方
的
な
選
定
審
査
に
よ
っ
て
収
容
す
る
方
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
容
者
の
意
見
が
無
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
自
分

の
希
望
に
応
じ
て
収
容
さ
れ
た
収
容
者
は
、
前
も
っ
て
心
の
準
備
な
ど
を
し
て
収
容
生
活
設
計
を
計
画
す
る
こ
と
が
で
き
、
積
極
的
に
改
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善
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
で
き
る
準
備
が
で
き
て
い
る
と
言
え
る
が
、
一
方
的
な
収
容
は
、
人
権
問
題
を
発
生
さ
せ
る
余
地
が
あ
り
、
移
送

を
希
望
し
な
い
収
容
者
が
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
交
通
が
不
便
な
田
舎
な
ど
離
れ
た
場
所
に
位
置
し
て
い

る
た
め
、
家
族
と
の
面
会
な
ど
が
不
便
で
あ
り
同
施
設
の
収
容
を
希
望
し
な
い
収
容
者
が
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
営
刑

事
施
設
は
収
容
者
の
希
望
と
は
関
係
な
く
分
類
審
査
に
よ
っ
て
収
容
施
設
が
決
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
民
間
の
ア
イ
デ

ア
を
導
入
し
て
処
遇
の
内
容
を
充
実
化
し
、
こ
れ
を
通
じ
改
善
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
特
殊
な
環
境
要
因
を
考
慮
し
て
、

収
容
選
定
審
査
の
際
に
、
収
容
者
の
意
見
を
一
部
で
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
社
会
復
帰
の
た
め
の
改
善
更
生
と
自
律
性
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
と
い
う
点
で
、
効
果
的
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
に
、
収
容
条
件
の
緩
和
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
収
容
条
件
は
〝
二
犯
以
下
の
者
〞
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
よ
り
一
層
収
容
条
件
を
緩
和
す
る
こ
と
が
矯
正
の
目
標
の
達
成
に
繫
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
社
会
的
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
日
本
の
四
つ
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
収
容
条
件
の
幾
つ
か
の
共
通
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
①
刑
事
施
設
へ
の
収
容
が
初
め
て

で
あ
る
こ
と
、
②
犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
、
③
執
行
す
べ
き
刑
期
が
一
年
以
上
八
年
未
満
で
あ
る
こ
と
（
美
祢
の
場
合
、
男
性
が

六
年
以
下
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
収
容
条
件
の
中
、
刑
事
施
設
収
容
が
初
め
て
で
あ
る
こ
と
と
犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
と
い
う

条
件
は
内
容
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
く
同
じ
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の

収
容
者
は
殆
ど
が
改
善
の
可
能
性
が
高
く
、
再
犯
が
低
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
収
容
者
だ
け
を
収
容
す
る
こ
と
で
、
果
た

し
て
真
の
矯
正
の
目
標
を
達
成
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
ヒ
ュ
マ
イ
タ
刑
務
所
の
場
合
、
入
所
度
数
が
収
容
条
件
に
含
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
犯
率
を
四
％
以
下
に
抑
え
て
い
る
と
い
う
事
実
な
ど
に
照
ら
し
て
見
る
と
、
日
本
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
も

〝
刑
事
施
設
へ
の
収
容
が
初
め
て
で
あ
る
こ
と
〞
と
い
う
収
容
条
件
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
二
○
一

○
年
度
の
〝
犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
収
容
者
〞
が
三
四
・
五
％
で
あ
）
60
（

り
、
多
数
の
収
容
者
が
累
犯
と
い
う
事
実
を
鑑
み
る
と
、〝
犯

罪
傾
向
が
進
ん
で
い
る
収
容
者
〞
の
中
で
、
今
後
改
善
が
可
能
に
な
る
と
予
測
さ
れ
る
者
の
審
査
を
厳
正
に
し
、
改
善
更
生
に
力
を
入
れ
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る
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
収
容
条
件
の
中
〝
執
行
す
べ
き
刑
期
が
一
年
以
上
八
年
未
満
〞
と
い
う
部
分
の
正
確
な
理
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
〝
執
行
す
べ

き
刑
期
〞
と
い
う
の
が
確
定
刑
期
を
言
う
の
か
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
で
執
行
す
べ
き
残
刑
期
を
意
味
す
る
の
か
が
不
明
だ
と
い
う
問
題
が
あ

る
。
関
係
者
に
よ
る
と
確
定
刑
期
を
意
味
す
る
と
い
う
答
え
と
未
決
拘
禁
日
数
を
除
く
残
刑
期
を
意
味
す
る
と
い
う
二
つ
の
違
う
答
え
が

あ
っ
た
。
思
う
に
〝
執
行
す
べ
き
刑
期
〞
と
は
、
今
後
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
残
刑
期
で
、
確
定
刑
期
と
は
明
ら
か
に
違
う
と
思
わ

れ
る
。
も
し
後
者
の
意
味
で
あ
る
と
し
た
ら
、
確
定
刑
期
に
関
係
な
く
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
で
執
行
す
べ
き
残
刑
期
が
一
年
以
上
八
年
未
満
で

あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
業
者
は
リ
ス
ク
の
負
担
回
避
の
た
め
、
前
者
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
業
者
を
説
得

す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。
官
と
民
が
ど
の
よ
う
に
調
和
を
と
っ
て
い
く
か
、
そ
れ
に
よ
り
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
入
り
口
が
広
が
る
だ
ろ
う
。

現
在
、
国
営
刑
事
施
設
で
刑
期
八
年
以
上
の
収
容
者
の
中
で
も
改
善
指
導
な
ど
に
よ
り
心
境
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
収
容
者
、
す
な
わ
ち

改
善
が
可
能
な
収
容
者
は
多
数
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
収
容
者
も
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
に
収
容
で
き
る
よ
う
に
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
収
容
者
が
社
会
に
復
帰
さ
れ
る
前
の
最
終
的
な
改
善
更
生
の
出
口
と
し
て
の
役
割
も
担
う
よ
う
に
す
る
の
が
昨
今
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所

の
役
割
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
最
近
、
美
祢
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
収
容
者
の
収
容
条
件
の
刑
期
を
〝
お

お
む
ね
一
年
以
上
五
年
以
下
で
あ
る
こ
と
〞
か
ら
、
男
性
は
〝
執
行
す
べ
き
刑
期
が
六
年
以
下
で
あ
り
同
セ
ン
タ
ー
で
の
残
刑
期
が
一
年

以
上
で
あ
る
こ
と
〞
と
、
女
性
は
〝
執
行
す
べ
き
刑
期
が
一
○
年
未
満
又
は
一
○
年
以
上
で
あ
っ
て
残
刑
期
が
五
年
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

同
セ
ン
タ
ー
で
の
残
刑
期
が
一
年
以
上
で
あ
る
こ
と
〞
と
改
正
し
た
の
は
望
ま
し
い
状
況
だ
と
言
え
る
だ
ろ
）
61
（

う
。

　
第
四
に
、
収
容
率
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
収
容
率
は
す
ぐ
に
コ
ス
ト
と
繫
が
る
た
め
、
施
設
側
は
可
能
な
限
り
一

○
○
％
の
収
容
定
員
を
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
法
務
部
や
ア
ガ
ペ
ー
財
団
は
出
所
者
が
出
る
と
、
す
ぐ
に
収
容
定
員
を
満

た
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
収
容
率
に
関
係
な
く
、
定
め
ら
れ
た
契
約
期
間
の
間
に
一
定
の
金
額
を
支
給
さ
れ
て
い

る
た
め
、
収
容
率
に
は
あ
ま
り
関
心
が
向
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
収
容
率
を
高
め
る
こ
と
は
、
国
家
予
算
の
節
約
に
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直
結
す
る
。
二
○
一
○
年
末
の
刑
事
施
設
の
収
容
人
数
は
七
万
二
、
九
七
五
人
で
、
収
容
率
は
一
九
九
三
年
か
ら
二
○
○
二
年
に
大
幅
に

上
昇
し
た
が
、
二
○
○
五
年
か
ら
毎
年
低
下
し
、
二
○
一
○
年
末
に
は
収
容
定
員
九
万
○
一
八
二
人
（
既
決
七
万
二
、
一
二
九
人
）
に
対
し
、

収
容
率
八
○
・
九
％
（
既
決
九
○
・
○
％
、
未
決
四
四
・
八
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
女
子
収
容
者
の
収
容
率
は
二
○
○
七
年
以
降
お
お
む
ね

横
ば
い
で
あ
り
、
二
○
一
○
年
末
の
収
容
定
員
五
、
四
六
四
人
（
う
ち
既
決
三
、
九
二
一
人
）
に
対
し
収
容
率
は
九
七
・
八
％
（
既
決
一
二

○
・
三
％
、
未
決
四
○
・
五
％
）
で
、
既
決
は
収
容
定
員
を
約
二
割
上
回
る
状
態
が
続
い
て
い
）
62
（

る
。
こ
れ
に
対
し
て
二
○
一
○
年
末
の
Ｐ
Ｆ

Ｉ
刑
務
所
の
収
容
率
を
見
る
と
、
美
祢
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
が
男
が
六
三
・
八
％
、
女
が
八
○
％
、
島
根
あ
さ
ひ
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
が
八
九
％
、

喜
連
川
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
が
八
○
・
一
％
、
播
磨
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
が
七
四
・
八
％
の
割
合
を
示
し
て
い
）
63
（

る
。
こ
れ
は
、
二
○
○
七
年
か
ら
収

容
人
数
が
减
少
傾
向
を
見
せ
て
い
る
中
で
も
、
既
決
収
容
者
は
平
均
九
○
・
○
％
以
上
の
収
容
率
と
な
っ
て
い
る
点
に
照
ら
し
て
非
常
に

低
い
数
値
で
あ
り
、
女
性
の
場
合
は
、
さ
ら
に
低
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
を
導
入
す
る
時
点
で
、
今
後
も
過
密
収
容
が

続
く
と
予
想
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
収
容
者
の
増
加
は
継
続
さ
れ
ず
、
緩
や
か
な
減
少
傾
向
を
見
せ
始
め
た
の
が
全
刑
事
施
設
収
容

率
の
減
少
傾
向
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
国
営
施
設
の
既
決
収
容
者
の
割
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、
差
が
明
確
で
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
収
容
率
一
○
○
％
と
は
し
な
く
て
も
可
能
な
限
り
国
営
施
設
の
収
容
率
に
近
接
し
た
対
応
が
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
に
、
犯
罪
類
型
別
収
容
状
況
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
○
一
一
年
八
月
の
ソ
マ
ン
刑
務
所
収
容
者
の
犯
罪
類
型
を
見
る
と
、
総

収
容
人
数
二
九
八
人
の
中
で
、
重
大
犯
が
一
九
八
人
（
六
六
・
四
％
）
と
最
も
多
く
、
次
が
財
産
犯
五
七
人
（
一
九
・
一
％
）、
経
済
犯
二

五
人
（
八
・
三
％
）、
そ
の
他
一
七
人
（
五
・
七
％
）
の
順
で
あ
）
64
（

る
。
こ
れ
に
比
べ
て
二
○
一
一
年
か
ら
二
○
一
二
年
七
月
に
か
け
て
の
美

祢
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
収
容
者
の
犯
罪
類
型
は
、
男
性
が
窃
盗
四
四
・
三
％
、
詐
欺
・
横
領
二
八
・
一
％
、
覚
せ
い
剤
・
麻
薬
取
締
法
違
反
な

ど
一
○
・
八
％
で
あ
り
、
女
性
は
覚
せ
い
剤
取
締
法
三
二
・
五
％
、
窃
盗
二
四
・
六
％
、
詐
欺
・
横
領
な
ど
一
五
・
七
％
の
順
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
島
根
あ
さ
ひ
の
場
合
は
、
窃
盗
二
八
％
、
詐
欺
一
四
％
、
覚
せ
い
剤
一
二
％
の
順
、
喜
連
川
の
場
合
は
、
窃
盗
三
○
％
、
覚
せ
い
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剤
取
締
法
一
四
％
、
詐
欺
一
三
％
、
強
盗
一
二
％
、
傷
害
六
％
、
そ
の
他
二
五
％
の
順
、
播
磨
の
場
合
は
、
窃
盗
二
五
・
九
％
、
覚
せ
い

剤
取
締
法
二
四
・
五
％
、
詐
欺
四
・
五
％
、
強
盗
一
○
・
五
％
、
傷
害
・
傷
害
致
死
六
・
九
％
、
強
制
わ
い
せ
つ
・
強
姦
四
・
九
％
、
殺

人
・
殺
人
未
遂
三
・
四
％
、
交
通
犯
罪
三
・
○
％
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
単
純
窃
盗
事
犯
の
割
合
が

圧
倒
的
に
高
い
。
国
営
施
設
に
比
べ
て
優
れ
た
設
備
、
様
々
な
矯
正
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
最
新
の
民
間
ノ
ウ
ハ
ウ
を
導
入
し
て
改
善
更
生

に
最
善
を
尽
く
し
て
い
る
同
施
設
に
単
純
犯
罪
者
で
は
な
く
、
重
大
犯
罪
者
を
収
容
し
て
改
善
に
注
力
す
る
こ
と
も
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
と
し

て
の
効
率
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
繫
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
点
で
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
重
大
犯
の
収
容
率
が
六
六
・
七

％
と
高
い
こ
と
は
望
ま
し
い
現
状
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
で
も
重
大
犯
の
収
容
に
よ
り
積
極
的
な
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。

　
第
六
に
、
施
設
の
運
営
形
態
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ソ
マ
ン
刑
務
所
が
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
監
督
官
に
よ
る
監
督
の
下
で
ア
ガ
ペ
ー

財
団
が
法
令
の
範
囲
内
で
民
間
の
自
律
性
を
最
大
限
生
か
し
な
が
ら
自
律
的
に
運
営
し
て
い
る
こ
と
は
民
営
刑
務
所
の
趣
旨
に
合
致
し
て

い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
、
官
と
民
の
協
働
に
よ
る
刑
務
所
の
運
営
と
い
う
意
味
で
ユ
ニ
ー
ク
だ
と
言
え
る
。

ソ
マ
ン
刑
務
所
は
民
間
の
自
律
性
を
尊
重
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
と
は
異
な
る
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
民
間
の
創
意
工
夫
を
最
大
限
に
活
用

し
て
収
容
者
の
改
善
に
注
力
し
、
そ
の
効
果
を
挙
揚
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
望
ま
し
い
が
、
監
督
官
の
過
度
の
干
渉
、
国
営
刑
事
施
設

と
の
公
平
性
の
問
題
、
民
間
の
自
律
性
が
強
い
こ
と
に
よ
る
国
の
管
理
・
監
督
の
難
し
さ
、
国
と
民
間
の
運
営
方
法
な
ど
が
お
互
い
に
衝

突
し
て
い
る
問
題
な
ど
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
、
国
家
主
導
の
官
民
協
働
の
運
営
の
下
で
権
力
的

業
務
で
あ
る
警
備
用
具
、
武
器
使
用
、
権
利
制
限
、
収
容
者
処
遇
、
仮
釈
放
業
務
な
ど
は
国
家
公
務
員
で
あ
る
刑
務
官
が
そ
の
業
務
に
関

与
す
る
形
で
運
営
し
て
お
り
、
非
権
力
的
業
務
で
あ
る
庶
務
、
経
理
、
施
設
の
維
持
管
理
、
警
備
、
作
業
、
職
業
訓
練
、
収
容
関
連
サ
ー

ビ
ス
、
教
育
、
分
類
審
査
支
援
な
ど
に
民
間
職
員
が
関
与
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
権
力
的
業
務
に
つ
い
て
は
民
間
運
営
の
自
律
性

を
認
め
て
お
り
、
権
力
的
業
務
に
つ
い
て
は
施
設
運
営
の
安
定
性
と
合
理
性
の
点
で
、
国
の
管
理
監
督
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
長
所
が
あ

る
。
た
だ
し
、
民
間
の
自
律
性
は
非
権
力
的
な
業
務
に
一
部
分
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
見
れ
ば
民
間
の
自
律
性
は
弱
く
、
官
と
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民
の
円
滑
な
調
和
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
施
設
運
営
が
困
難
に
な
る
と
い
う
点
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。

　
以
上
、
韓
日
の
民
営
刑
務
所
に
つ
い
て
若
干
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
。
韓
日
民
営
刑
務
所
の
導
入
背
景
の
一
つ
が
過
密
収
容
の
解
消
を

通
じ
た
国
家
予
算
の
節
約
を
目
指
し
て
、
刑
事
施
設
の
民
営
化
を
推
進
し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
一
定
部
分
、
同
じ
原
因
が
そ
の

出
発
点
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
施
設
の
建
設
及
び
運
営
過
程
で
い
く
つ
か
の
異
な
る
点
が
あ
り
、
こ
れ
は
両
国
の
特
殊
な
社

会
文
化
環
境
な
ど
が
絡
み
合
っ
て
な
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
過
密
収
容
の
解
消
と
い
う
観
点
か
ら

の
み
考
え
る
と
、
刑
事
施
設
の
収
容
率
を
下
げ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
ソ
マ
ン
刑
務
所
は
非
営
利
で
運
営
し

て
い
る
た
め
宗
教
界
の
社
会
貢
献
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
純
粋
な
民
営
刑
務
所
に
近
い
と
評
価
す
る
の
に
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の

運
営
主
体
が
宗
教
財
団
で
あ
る
こ
と
か
ら
宗
教
的
な
問
題
が
発
生
す
る
余
地
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
解
決
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
、
営
利
を
目
的
と
し
て
運
営
し
て
い
る
た
め
、
社
会
貢
献
の
側
面
は
低
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
い
く

つ
か
の
施
設
に
お
い
て
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
の
た
め
地
域
人
材
の
雇
用
、
地
域
の
食
材
や
製
品
の
購
入
な
ど
良
い
効
果
が
見
ら
れ
る

の
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
国
営
刑
事
施
設
と
は
異
な

る
官
民
協
働
の
形
で
運
営
さ
れ
て
い
る
点
で
、
純
粋
な
民
営
刑
務
所
と
は
言
い
難
く
官
主
導
の
民
間
支
援
形
態
の
官
民
協
働
刑
務
所
と
評

価
で
き
る
。
ど
の
運
営
方
式
が
良
い
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
を
考
慮
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
同
施
設
が
、
お
の
お
の

長
所
と
短
所
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
部
分
を
取
捨
選
択
し
た
賢
い
見
直
し
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
韓
国
の
ソ
マ
ン
刑
務
所
に
つ
い
て
日
本
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
と
の
若
干
の
比
較
を
加
え
て
、
そ
の
現
状
と
運
営
過
程
で
現
れ

た
幾
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
民
営
刑
務
所
の
導
入
が
国
家
予
算
の
節
約
、
多
様
な
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
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通
じ
た
再
犯
防
止
、
収
容
者
の
処
遇
改
善
、
国
営
刑
事
施
設
の
収
容
率
減
少
に
繫
が
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
ま
た
、
時
期
尚
早
の

感
は
あ
る
が
、
出
所
者
の
中
で
未
だ
に
再
犯
者
は
お
ら
ず
、
一
○
％
の
経
費
節
約
、
国
家
技
術
資
格
試
験
に
二
○
人
の
受
験
者
全
員
が
合

格
す
る
な
ど
、
そ
れ
な
り
に
所
期
の
成
果
を
収
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
運
営
に
つ
い
て
肯
定

的
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
日
本
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
は
、
過
密
収
容
の
解
消
と
経
費
削
減
、
特
色
あ
る
処
遇
や

官
民
の
役
割
分
担
を
通
じ
た
収
容
者
処
遇
の
充
実
、
地
域
と
の
共
生
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
国
営
刑
事
施
設
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
多
く

の
成
果
を
収
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
運
営
過
程
で
現
れ
た
幾
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
合
理
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
運
営
効
果
を

最
大
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
他
の
新
し
い
民
営
刑
務
所
の
立
ち
上
げ
も
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
ソ
マ
ン
刑
務

所
を
宗
教
刑
務
所
と
し
て
認
め
た
上
で
、
強
引
な
宗
教
行
為
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
厳
正
な
指
導
監
督
を
行
う
こ
と
、
一
○
％
の
経
費
節

約
が
収
容
者
処
遇
の
質
の
低
下
に
繫
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
十
分
な
運
営
資
金
を
確
保
す
る
た
め
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
個
人
や
団
体
の
寄
付
活
性
化
の
た
め
民
営
刑
務
所
の
広
報
の
積
極
的
な
実
施
や
、
一
部
分
の
営
利
運
営
も
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
収
容
者
の
選
定
手
続
き
の
法
定
化
を
通
じ
て
恣
意
的
な
審
査
が
な
い
よ
う
に
透
明
な
明
示
規
定
を
確
立
す

べ
き
で
あ
り
、
適
切
な
指
導
統
制
に
よ
り
国
営
施
設
と
の
処
遇
の
不
公
平
性
、
不
当
な
刑
執
行
の
問
題
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
職
員
の
勤
務
意
欲
向
上
と
士
気
高
揚
の
た
め
の
職
務
教
育
の
実
施
、
適
切
な
人
事
運
営
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
適
用
に

ア
ガ
ペ
ー
財
団
と
法
務
部
の
積
極
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
次
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
場
合
は
、
経
費
を
さ
ら
に
節
約
す
る
た
め
の
方

策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
刑
務
所
と
い
う
形
で
な
く
と
も
、
福
祉
法
人
や
企
業
に
対
す
る
税
制
減
免
な
ど
の
方
法
を

通
じ
た
一
般
企
業
の
社
会
貢
献
側
面
か
ら
の
非
営
利
刑
務
所
運
営
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
国
営
刑
事
施
設
と
比
べ
て
低
い

収
容
率
を
高
め
、
適
正
人
員
の
収
容
を
通
じ
た
国
家
予
算
の
削
減
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
収
容
者
選
抜
に
お
け
る
業
者
の
自

律
性
を
促
進
し
、
積
極
的
な
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
さ
せ
る
た
め
収
容
者
本
人
の
希
望
に
沿
っ
た
収
容
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
収
容
条
件
を
緩
和
し
て
す
べ
て
の
収
容
者
に
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
入
り
口
を
広
げ
る
必
要
が
あ
り
、
同
施
設
が
社
会
復
帰
の
出
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口
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
多
く
の
収
容
者
に
門
戸
を
開
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
こ
れ
か
ら
民
営
刑
務
所
が
良
い
結
果
を
示
す
に
し
た
が
い
、
民
営
刑
務
所
は
予
算
を
節
約
し
て
も
再
犯
率
を
下
げ
て
い
る
の
に
国
営
刑

事
施
設
は
な
ぜ
よ
り
多
く
の
予
算
と
職
員
を
か
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
犯
率
を
下
げ
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
国
民
か
ら
の
批
判
が

現
実
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
矯
正
の
最
終
目
標
と
需
要
者
で
あ
る
国
民
を
考
え
る
と
民
営
刑
務
所
の
成
功
は
望
ま
し
い
現
状

で
あ
り
、
国
営
刑
事
施
設
の
奮
起
を
促
す
と
い
う
意
味
で
も
当
然
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
韓
日
の
民
営
刑
務
所
が
収
容
者
の

社
会
復
帰
と
再
犯
防
止
の
効
果
を
あ
げ
、
矯
正
環
境
の
変
化
に
先
駆
け
る
制
度
と
し
て
定
着
で
き
る
よ
う
に
、
た
ゆ
ま
ぬ
社
会
的
関
心
と

支
持
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
、
さ
ら
に
多
く
の
効
果
を
示
す
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
。

　
今
後
の
課
題
は
、
今
回
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
簡
単
に
言
及
す
る
に
留
ま
っ
た
日
本
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
現
状
を
具
体
的
か
つ
詳
細

に
考
察
し
、
将
来
、
韓
日
両
国
が
営
利
又
は
非
営
利
民
営
刑
務
所
を
導
入
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方
式
で
、
ど
こ
に
重
点
を
置
い
て
運

営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
日
本
な
ら
で
は
の
官
民
協
働
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
動
向
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）  

国
会
事
務
局
法
制
予
算
室
「
刑
務
所
民
営
化
の
争
点
と
課
題
」（
一
九
九
九
年
）
四
頁
。

（
2
）  

韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
界
が
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
設
立
と
円
滑
な
運
営
を
目
的
と
し
設
立
し
た
財
団
。

（
3
）  

ソ
マ
ン
刑
務
所
は
神
様
の
愛
に
よ
り
収
容
者
を
改
善
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
か
ら
、
韓
国
教
会
が
連
合
し
て
建
て
た
国
内
初
の
民
営
刑
務
所
で

あ
る
。
ソ
マ
ン
（
所
望
）
と
い
う
の
は
、
聖
書
に
出
て
く
る
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
と
し
て
、「
そ
う
な
れ
ば
よ
い
、
そ
う
し
た
い
と
思
う
、
希
望

す
る
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
。

（
4
）  

Ｐ
Ｆ
Ｉ
（Private Finance Initiative

）
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
時
に
公
共
施
設
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
従
来
の
よ
う
に
公
共
機
関

が
直
接
施
設
を
建
設
、
維
持
管
理
、
運
営
す
る
の
で
は
な
く
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
、
施
設
の
整
備
と
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
す
る
新
し
い
方
法
の
公
共
事
業
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
公
式
的
な
名
称
は
、
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、

便
宜
上
、
一
般
的
に
呼
ば
れ
て
い
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
名
称
と
混
在
し
て
使
用
す
る
。

（
5
）  

仁
川
拘
置
所
と
大
邱
刑
務
所
の
場
合
、
坪
当
た
り
、
三
・
一
九
人
と
三
・
○
一
人
を
収
容
（
坪
当
た
り
収
容
定
員
は
二
人
）
し
て
い
る
。
ア
ガ
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（
6
）  

第
一
一
条
（
独
居
収
容
）
収
容
者
は
独
居
収
容
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
な
場
合
に
は
雑
居
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
第
一
○
五
号
、
一

九
五
○
年
三
月
二
日
制
定
、
一
九
五
○
年
三
月
一
八
日
施
行
。

（
7
）  
国
民
の
実
生
活
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
犯
罪
。

（
8
）  
兪
炳
喆
「
民
営
刑
務
所
の
推
進
状
況
と
効
率
的
な
運
営
方
策
」『
法
曹
』
第
五
一
巻
第
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
頁
。

（
9
）  
法
律
第
六
二
〇
六
号
、
制
定
二
〇
〇
〇
年
一
月
二
八
日
、
施
行
二
〇
〇
一
年
七
月
一
日
。

（
10
）  

民
営
刑
務
所
法
施
行
令
第
二
条
　
委
員
長
は
法
務
部
次
官
で
あ
り
、
委
員
は
裁
判
官
・
検
事
・
弁
護
士
、
関
係
行
政
機
関
の
公
務
員
、
教
授
、

宗
教
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
民
間
企
業
経
営
者
な
ど
で
矯
正
及
び
経
営
に
関
す
る
学
識
と
経
験
が
豊
富
な
者
と
市
民
団
体
（
非
営
利
民
間
団
体

支
援
法
に
よ
る
非
営
利
団
体
を
言
う
）
が
推
薦
す
る
者
の
中
で
法
務
部
長
官
が
任
命
又
は
委
嘱
す
る
（
削
除
二
○
○
九
年
九
月
三
日
）。

（
11
）  

矯
正
本
部
「
二
○
一
○
年
出
所
者
再
服
役
率
調
査
結
果
報
告
」（
二
○
一
○
年
）
四
頁
。

（
12
）  

강
경
래
「
我
が
国
の
刑
事
施
設
の
民
営
化
」『
韓
国
公
安
行
政
学
会
報
』
第
三
八
号
（
二
○
○
九
年
）
一
六
〜
一
九
頁
。

（
13
）  

韓
錫
寛
「
キ
リ
ス
ト
教
民
営
刑
務
所
の
活
性
化
方
案
」（
尚
志
大
学
校
大
学
院
後
期
博
士
論
文
、
二
○
○
九
年
）
六
二
頁
。

（
14
）  

全
国
民
（
四
七
○
四
万
一
、
四
三
四
人
）
の
う
ち
、
宗
教
を
持
っ
て
い
る
者
は
二
四
九
七
万
○
七
、
六
六
人
（
五
三
・
一
％
）、
宗
教
を
持
た

な
い
者
は
二
一
八
六
万
五
、
一
六
○
人
（
四
六
・
五
％
）、
不
詳
が
二
〇
万
五
五
〇
八
人
（
○
・
四
％
）
と
集
計
さ
れ
た
。（
統
計
庁
、
二
○
○
五

年
）。

（
15
）  

韓
錫
寛
・
前
掲
注
（
13
）
六
二
頁
。

（
16
）  

二
〇
一
一
年
末
の
韓
国
の
収
容
者
の
数
は
、
四
万
五
、
六
八
一
人
、
職
員
は
一
万
四
、
八
八
九
人
、
二
〇
一
〇
年
末
の
日
本
は
、
収
容
者
七
万

二
、
九
七
五
人
、
職
員
一
万
九
、
一
〇
九
人
で
あ
る
。
日
本
の
収
容
者
対
比
職
員
は
、
国
営
刑
事
施
設
が
三
・
八
対
一
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所

は
職
員
一
人
当
た
り
四
人
の
収
容
者
を
負
担
す
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
。
花
村
博
文
「
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
矯
正
処
遇
に
つ

い
て
」『
罪
と
罰
』（
二
〇
一
一
年
三
月
）
二
三
頁
。

（
17
）  

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
収
容
定
員
は
六
、
三
○
○
人
（
美
祢
一
、
三
○
○
人
、
島
根
あ
さ
ひ
二
、
○
○
○
人
、
喜
連
川
二
、
○
○
○
人
、
播
磨
一
、

○
○
○
人
）
で
全
刑
事
施
設
の
約
七
％
に
相
当
し
、
二
○
一
○
年
末
の
収
容
人
員
は
、
美
祢
七
二
三
人
、
島
根
あ
さ
ひ
、
一
、
七
八
一
人
、
喜
連

川
一
、
六
○
三
人
、
播
磨
七
四
八
人
で
あ
る
。

（
18
）  

ソ
マ
ン
刑
務
所
教
育
教
化
課
長
に
よ
る
と
〝
数
年
間
、
一
日
三
食
を
刑
務
所
の
部
屋
で
食
べ
る
こ
と
と
、
食
堂
で
共
に
食
べ
る
こ
と
は
小
さ
い
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が
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
〞
と
述
べ
〝
収
容
者
た
ち
の
人
格
を
尊
重
し
、
共
同
体
生
活
の
中
で
秩
序
を
守
る
方
法
を
学
ば
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に

そ
の
意
味
が
あ
る
〞
と
説
明
し
た
。
韓
国
経
済
新
聞
　
総
合
面
（
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
）。

（
19
）  

教
育
を
履
修
し
登
録
し
た
数
は
六
〇
〇
人
だ
が
、
実
際
に
活
発
に
活
動
し
て
い
る
数
は
一
五
〇
人
。

（
20
）  
韓
国
経
済
新
聞
　
総
合
面
（
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
）。

（
21
）  
韓
国
経
済
新
聞
　
総
合
面
（
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
）。

（
22
）  
今
日
、
わ
が
社
会
が
抱
え
て
い
る
問
題
は
家
庭
の
問
題
で
あ
り
、
家
庭
の
問
題
は
ま
さ
に
父
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
土
台
と
し
て
、
正

し
い
父
親
像
を
追
求
し
、
失
墜
し
た
父
の
権
威
を
回
復
さ
せ
、
父
不
在
の
家
に
父
親
を
戻
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
最
初
は
主
に
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
が
参
加
し
た
が
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
後
一
般
人
の
参
加
が
急
増
し
、
一
般
人
の
た
め
の
父
親
学
校
開
設
の
要
請
が
殺
到
、
二
○
○
四
年
か

ら
宗
教
的
色
彩
を
排
除
し
た
〝
開
か
れ
た
父
親
学
校
〞
が
開
設
・
運
営
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）  

韓
国
経
済
新
聞
　
総
合
面
（
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
）。

（
24
）  

韓
国
の
伝
統
的
な
寺
に
滞
在
し
、
寺
の
日
常
生
活
を
体
験
し
、
韓
国
仏
教
の
伝
統
文
化
と
修
行
精
神
を
体
験
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

（
25
）  

政
府
の
宗
教
支
援
予
算
の
八
○
％
が
仏
教
界
に
支
援
さ
れ
て
い
る
。（
二
○
一
○
年
一
八
五
億
ウ
ォ
ン
、
二
○
一
一
年
に
一
二
○
億
五
千
万

ウ
ォ
ン
）、
京
郷
新
聞
　
文
化
面
（
二
○
一
○
年
一
二
月
一
三
日
）。

（
26
）  

天
地
日
報
　
宗
教
面
（
二
○
一
二
年
三
月
一
四
日
）。

（
27
）  

一
一
条
①
誰
で
あ
れ
性
別
・
宗
教
や
社
会
的
身
分
に
よ
っ
て
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
差
別

を
受
け
な
い
（
一
九
四
八
年
七
月
一
七
日
憲
法
第
一
号
）。

（
28
）  

法
報
新
聞
　
企
画
面
（
二
○
一
一
年
一
二
月
七
日
）。

（
29
）  

日
曜
ソ
ウ
ル
　
社
会
面
（
二
○
一
一
年
一
二
月
一
四
日
）。

（
30
）  

二
○
一
○
年
国
営
刑
事
施
設
に
入
所
当
時
の
宗
教
状
況
（
既
決
囚
）：
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
三
七
・
五
％
、
仏
教
二
三
・
五
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
一

二
・
七
％
、
そ
の
他
五
・
二
％
、
無
宗
教
一
・
二
％
、
矯
正
本
部
『
矯
正
統
計
年
報
』（
二
○
一
一
年
）
一
六
三
頁
。

（
31
）  

第
一
条
（
目
的
）
本
法
人
は
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
に
基
づ
い
た
刑
務
所
を
設
置
・
運
営
す
る
こ
と
で
収
容
者
、
出
所
者
、
さ
ら
に
そ
の
家
族
に

至
る
ま
で
、
神
と
の
和
解
、
被
害
者
と
社
会
と
の
和
解
、
自
分
の
内
面
と
の
和
解
を
通
じ
真
の
教
化
に
繫
げ
る
だ
け
で
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
中
で
新
た
な
人
生
と
し
て
社
会
へ
復
帰
し
て
神
様
に
栄
光
を
さ
さ
げ
る
生
活
を
送
る
よ
う
に
、
導
い
て
、
ひ
い
て
は
社
会
全
体
を
聖
化
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。



法学政治学論究　第95号（2012.12）

194

（
32
）  

民
営
刑
務
所
法
第
三
三
条
但
し
書
き
　
収
容
者
の
教
育
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
は
そ
の
矯
正
法
人
の
意
見
を
最
大
限
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
33
）  

서
창
석
「
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
収
容
者
と
一
緒
に
自
由
に
向
か
っ
て
出
発
」『
矯
正
』（
二
○
一
○
年
一
二
月
）
一
七
頁
。

（
34
）  
一
年
間
に
収
容
者
一
人
に
か
か
る
費
用
が
二
○
二
○
万
ウ
ォ
ン
で
あ
り
、
犯
罪
被
害
者
に
か
か
る
費
用
は
社
会
間
接
費
用
ま
で
含
め
て
一
五
〇

兆
ウ
ォ
ン
で
あ
る
。（
Ｋ
Ｂ
Ｓ
時
事
討
論
、
二
○
一
一
年
八
月
）。

（
35
）  
韓
錫
寛
・
前
掲
注
（
13
）
七
四
頁
。

（
36
）  

民
営
刑
務
所
法
第
二
三
条
（
運
営
経
費
）
①
法
務
部
長
官
は
事
前
に
企
画
財
政
部
長
官
と
協
議
し
て
民
営
刑
務
所
な
ど
を
運
営
す
る
矯
正
法
人

に
対
し
て
毎
年
そ
の
刑
務
所
な
ど
の
運
営
に
必
要
な
経
費
を
支
給
す
る
。
②
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
間
支
給
経
費
の
基
準
は
次
の
各
号
の
事
項

を
考
慮
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
法
務
部
長
官
が
定
め
る
。
一
、
投
資
し
た
固
定
資
産
の
価
額
。
二
、
民
営
刑
務
所
な
ど
の
運
営
経
費
。
三
、
国
家

が
直
接
運
営
す
る
場
合
、
か
か
る
費
用
。

（
37
）  

二
○
一
一
年
度
に
は
運
営
経
費
の
九
○
％
で
あ
る
五
四
億
ウ
ォ
ン
が
支
援
さ
れ
、
二
○
一
二
年
に
は
前
年
に
比
べ
六
億
円
が
増
額
さ
れ
た
六
○

億
ウ
ォ
ン
の
予
算
が
編
成
さ
れ
た
。

（
38
）  

二
○
一
一
年
国
会
立
法
調
査
処
の
調
査
に
よ
る
と
、
ソ
マ
ン
刑
務
所
の
建
設
費
用
に
三
○
○
億
ウ
ォ
ン
が
投
入
さ
れ
た
が
、
実
際
に
ア
ガ
ペ
ー

財
団
が
寄
付
や
募
金
な
ど
で
調
達
し
た
金
額
は
二
○
六
億
ウ
ォ
ン
に
留
ま
り
、
初
期
の
設
立
費
用
の
多
く
が
赤
字
状
態
だ
と
い
う
。

（
39
）  

民
営
刑
務
所
法
第
二
三
条
に
は
投
資
し
た
固
定
資
産
の
価
額
を
考
慮
、
運
営
費
用
を
国
が
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
委
託
契
約
書
に

よ
る
予
算
配
分
方
式
は
固
定
資
産
の
価
額
を
全
く
考
慮
し
な
い
。

（
40
）  

法
務
部
が
推
算
し
た
収
容
者
一
人
当
た
り
一
日
の
収
容
経
費
は
約
三
万
ウ
ォ
ン
で
、
施
設
運
営
費
と
職
員
の
人
件
費
を
除
い
た
劣
悪
な
財
政
に

よ
り
刑
務
所
を
運
営
し
て
い
る
。
韓
錫
寛
・
前
掲
注
（
13
）
七
六
頁
。

（
41
）  

第
一
五
条
（
会
計
の
区
分
）
①
②
略
。
③
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
一
般
業
務
に
関
す
る
会
計
は
一
般
的
な
業
務
会
計
と
収
益
事
業
会
計

に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
42
）  

国
会
立
法
調
査
処
「
民
営
刑
務
所
の
運
営
実
態
と
改
善
課
題
」（
二
〇
一
一
年
）
三
三
頁
。

（
43
）  

日
曜
ソ
ウ
ル
　
社
会
面
（
二
○
一
一
年
一
二
月
一
四
日
）。

（
44
）  

法
報
新
聞
　
企
画
面
（
二
○
一
一
年
一
二
月
五
日
）。

（
45
）  

通
常
の
水
準
の
警
備
が
必
要
な
施
設
（
警
備
等
級S3

）。
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（
46
）  

国
会
立
法
調
査
処
・
前
掲
注
（
42
）
三
○
頁
。

（
47
）  

申
請
者
の
犯
罪
類
型
や
犯
罪
歴
は
入
所
審
査
の
過
程
に
含
ま
れ
ず
、
最
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
収
容
者
自
身
の
変
化
欲
求
と
そ
の
家
族
の
誠
実

な
姿
勢
だ
と
い
う
。

（
48
）  
하
상
군·

최
응
렬
「
民
営
刑
務
所
の
理
論
的
基
盤
と
妥
当
性
の
検
討
」『
矯
正
研
究
』
第
四
二
号
　（
二
○
○
九
年
）
六
四
〜
六
五
頁
。

（
49
）  
第
三
二
条
（
支
援
）
法
務
部
長
官
は
必
要
と
認
め
る
場
合
、
職
権
ま
た
は
そ
の
矯
正
法
人
や
民
営
刑
務
所
な
ど
の
長
の
申
請
を
受
け
て
民
営
刑

務
所
な
ど
に
所
属
公
務
員
を
派
遣
し
、
業
務
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
三
条
（
監
督
な
ど
）
①
法
務
部
長
官
は
民
営
刑
務
所
な
ど
の
業

務
と
関
連
す
る
矯
正
法
人
の
業
務
を
指
導
・
監
督
し
、
必
要
に
応
じ
て
指
示
や
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
法
務
部
長
官
は
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
指
導
・
監
督
上
、
必
要
と
認
め
る
場
合
、
民
営
刑
務
所
な
ど
に
所
属
公
務
員
を
派
遣
し
て
、
そ
の
民
営
刑
務
所
な
ど
の
業
務
を
指
導
・
監

督
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
矯
正
法
人
及
び
民
営
間
刑
務
所
な
ど
の
長
は
常
に
所
属
職
員
の
勤
務
状
況
を
監
督
し
、
必
要
な
教
育
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
50
）  

国
会
立
法
調
査
処
・
前
掲
注
（
42
）
三
一
頁
。

（
51
）  

米
国
の
民
営
施
設
で
は
職
員
に
よ
る
受
刑
者
の
権
利
侵
害
行
為
も
発
生
し
て
お
り
、
こ
れ
が
刑
事
施
設
民
営
化
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。
太
田
達
也
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
矯
正
施
設
の
民
営
化
と
わ
が
国
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業

―
課
題
と
展
望
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』（
二

○
○
七
年
四
月
）
二
三
頁
。

（
52
）  

二
○
○
九
年
、
日
本
の
刑
務
官
の
年
齢
別
人
員
は
、
五
○
歳
以
上
三
○
・
一
％
、
三
○
代
二
九
・
三
％
、
四
○
代
二
三
・
五
％
、
二
九
歳
以
下

一
七
・
一
％
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
二
○
一
○
年
七
月
時
点
の
喜
連
川
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
刑
務
官
の
平
均
年
齢
は
三
五
・
七
歳
で
あ
り
、
約
三

四
％
の
刑
務
官
が
採
用
さ
れ
て
か
ら
五
年
が
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
業
務
へ
の
理
解
不
足
、
保
安
事
故
の
恐
れ
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

た
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
定
着
の
障
害
要
因
の
一
つ
は
民
間
職
員
の
高
い
離
職
率
で
あ
る
。「
喜
連
の
現
状
と
今
後
の
課
題
」『
犯
罪
と
非
行
』（
二
○

一
○
年
一
一
月
）
一
一
三
頁
。

（
53
）  

太
田
・
前
掲
注
（
51
）
二
七
頁
。

（
54
）  

第
三
七
条
（
公
務
員
の
み
な
し
）
①
民
営
刑
務
所
な
ど
の
職
員
は
法
令
に
基
づ
い
て
公
務
に
従
事
す
る
も
の
と
み
な
す
。
②
矯
正
法
人
の
役
職

員
の
中
、
矯
正
業
務
を
遂
行
す
る
者
と
民
営
刑
務
所
な
ど
の
職
員
は
「
刑
法
」
や
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
罰
則
を
適
用
す
る
と
き
は
、
公
務
員
と

み
な
す
。
③
民
営
刑
務
所
な
ど
の
長
及
び
職
員
は
「
刑
事
訴
訟
法
」
や
「
司
法
警
察
官
吏
の
職
務
を
遂
行
す
る
者
と
そ
の
職
務
範
囲
に
関
す
る
法

律
」
を
適
用
す
る
と
き
は
刑
務
所
長
・
拘
置
所
長
又
は
刑
務
官
吏
と
み
な
す
。
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（
55
）  

国
営
刑
事
施
設
で
も
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
多
角
的
な
検
討
の
末
、
長
期
勤
務
者
を
対
象
に
部
分
的
な
定
期
転
勤
を
実
施
し
て
い
る
が
、

対
象
者
ら
の
反
発
に
よ
っ
て
昇
進
者
を
中
心
に
生
活
圏
別
に
実
施
し
て
家
族
と
の
生
活
が
不
便
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

（
56
）  

多
数
の
企
業
で
構
成
さ
れ
る
特
別
目
的
会
社
（
美
祢
セ
コ
ム
グ
ル
ー
プ
、
島
根
あ
さ
ひ
大
林
組
・
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
、
喜
連
川
セ
コ
ム
グ

ル
ー
プ
、
播
磨
大
林
・
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
）。

（
57
）  
国
と
特
別
目
的
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）
の
間
に
一
定
期
間
（
一
五
年
〜
二
○
年
）
の
総
額
で
契
約
（
美
祢
約
六
三
九
億
円
、
島
根
得
あ
さ
ひ
約
九
二

二
億
円
、
喜
連
川
約
三
八
七
億
円
、
播
磨
約
二
六
八
億
円
）。

（
58
）  

美
祢
四
七
億
円
　
約
六
・
九
％
節
減
、
島
根
あ
さ
ひ
一
○
四
億
円
　
約
一
○
・
一
％
節
減
、
喜
連
川
一
四
億
円
　
約
三
・
四
％
節
減
、
播
磨
六

億
円
　
約
二
・
一
％
節
減
で
あ
る
。
内
閣
府
「
新
し
い
公
共
の
推
進
に
係
る
各
府
省
か
ら
の
施
策
の
聴
取
」
法
務
省
配
布
資
料
（
二
○
一
○
年
九

月
八
日
）。http://w

w
w
5.cao.go.jp/entaku/shiryou/pdf/houm

usyou.pdf

（
59
）  

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
契
約
自
体
が
収
容
者
の
数
に
関
係
な
く
行
わ
れ
た
た
め
、
収
容
者
が
多
い
少
な
い
に
関
係
な
く
決
ま
っ
た
金
額
を
支
払
う
こ

と
に
な
る
。

（
60
）  

〝
犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
収
容
者
〞
は
年
末
収
容
者
総
数
六
万
三
、
八
四
五
人
の
中
、
二
万
二
、
○
三
五
人
（
外
国
人
収
容
者
を
除
く
）

で
あ
る
。
法
務
省
『
矯
正
統
計
年
報
Ⅰ
』
平
成
二
二
年
　
二
六
頁
。

（
61
）  

収
容
条
件
を
変
え
る
こ
と
は
、
民
間
業
者
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
非
常
に
難
し
い
が
、
美
祢
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
男

子
受
刑
者
の
場
合
は
、〝
お
お
む
ね
〞
と
い
う
文
字
を
明
確
に
し
、
女
子
の
場
合
は
、
収
容
棟
増
設
に
伴
い
、
全
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る

犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
女
子
収
容
者
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
象
を
拡
大
し
た
と
い
う
。

（
62
）  

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
『
犯
罪
白
書
』
平
成
二
三
年
版
　
五
八
頁
。

（
63
）  

法
務
省
『
矯
正
統
計
年
報
Ⅰ
』
平
成
二
二
年
　
一
八
〜
二
一
頁
。
二
○
一
二
年
三
月
現
在
の
収
容
率
は
美
祢
が
男
六
六
・
四
、
女
六
六
・
五
％
、

同
年
四
月
島
根
あ
さ
ひ
が
七
四
・
九
％
、
同
年
七
月
喜
連
川
が
七
九
・
五
％
、
同
年
五
月
播
磨
が
八
二
・
六
％
の
割
合
を
示
し
て
い
る
。

（
64
）  

国
会
立
法
調
査
処·

前
掲
注
（
42
）
二
四
頁
。
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徐　

運
在
（
ソ
　
ウ
ン
ジ
ェ
）

　
所
属
・
現
職
　 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
　
韓
国
法
務
部
矯
正
本
部
矯
監

　
最
終
学
歴
　
　
全
北
大
学
校
行
政
大
学
院
政
策
学
科
前
期
博
士
課
程

　
専
攻
領
域
　
　
公
法
（
刑
事
政
策
）

　
主
要
著
作
　
　 「
刑
事
施
設
内
の
矯
正
医
療
の
現
状
と
展
望

―
韓
日
矯
正
医
療
を
中
心
に

―
」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
三
号
（
二
○
一
二
年
）


